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開会挨拶

独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 病院長　杉山 政則

開会挨拶

－安心して働き続けるために－

東京労災病院院長の杉山政則です。本日は、第14
回がん分野勤労者医療フォーラムにご参加いただき、
誠にありがとうございます。
さてわが国のがん患者数は年々増加し、生涯の
うちがんと診断される確率は、男性では66％、女性
では51％と言われています。がんの約3割は、20
～64歳までのいわゆる就労世代に診断されていま
す。最近では、がんの治療成績は向上してきており、
64％の患者さんが診断の5年後も生存されています。
がんはもはや不治の病ではなく、治りうる病気、長
く付き合う病気へと変化してきています。
私たち医療者からみると、がん患者が治療を受け
ながら、仕事を続けたり、あるいは治療後に仕事に
復帰できる可能性は、以前と較べて高くなっている
と思います。しかし現実には依然として、がんに罹
患した患者さんの離職率が高いという問題点があ
ります。したがってがん患者の治療と就労の両立を
支援する社会的な取り組みが必要となります。
私たちの東京労災病院は、開設後74年経ちまし
たが、一貫して勤労者医療を推進してまいりまし
た。その中で当院が属する独立行政法人労働者健康
安全機構（JOHAS）が両立支援に関する研究事業を
2009年にわが国で初めて開始した時から当院もそ
の研究に参加してまいりました。2010年には、当
院は、この勤労者医療フォーラムの第1回目を開催
し、その後、毎年開催してまいりました。今回が、そ

の14回目になります。
2014年には、当機構の進める両立支援モデル事
業の一環として、当院でも治療就労両立支援セン
ターを開設いたしました。両立支援センターでは、
がん以外にも脳卒中、糖尿病などの様々な疾患の患
者さんの両立支援を行っています。
私たちの東京労災病院は、本日の講演会場のある
東京都大田区の京浜工業地帯の中にあります。当院
は地域の企業、地域のみなさまとの結びつきも重要
であると考えています。当院は地域の住民や地域の
企業で働く勤労者の健康を改善し維持することを
めざしています。とくに勤労者医療、両立支援事業
は地元企業と連携をとりながら進めてまいりました。
今後さらに発展させていきたいと考えています。
さて本日のフォーラムでは「－安心して働き続け
るために－」をテーマとしました。
第一部では、まず厚労省での両立支援に関する施
策の動向、そして大田区の地元企業である「（株）リ
サイクル・ネットワーク」さんにおける両立支援の
取り組みについて講演していただきます。
第二部では、医療機関等での両立支援の取り組み
を講演していただき、最後にパネルディスカッショ
ンを予定しています。
最後までご聴講いただけますようお願い申しあ
げます。
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独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長　有賀 徹

理事長挨拶

－安心して働き続けるために－

理事長挨拶

独立行政法人労働者健康安全機構（JOHAS）の理
事長をしております有賀と申します。本日は、第14
回勤労者医療フォーラム「がんの治療と仕事　両立
支援」にご参加いただき、ありがとうございます。
今回は、会場とWebでのハイブリッド開催という
ことで、多くの方にご参加いただいていると聞いて
おります。
私ども独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)
は、「勤労者医療の充実」、「勤労者の安全向上」、「産
業保健の強化」の3つを理念として、私たちの国の
産業、経済の礎を維持・発展させるとともに、勤労者
ひとり一人の人生を支えるという大きな役割を担っ
ています。
医療者から見る勤労者医療と、事業者や職場の
方々から見る産業保健とは、言わば表裏一体のもの
でありますが、当機構は、労災病院、治療就労両立支
援センター、各都道府県にある産業保健総合支援セ
ンターという組織が連携することによって、医療の
提供だけではなくて、労働者と労働者が働く職場へ
の支援を行なっています。これらによって勤労者医
療の充実、産業保健の発展・強化を、一体的に推進し
ています。

加えて、当機構では、治療と就労の両立支援の推
進にも力を入れており、本日もその活動の一環であ
ります。東京労災病院にもございます治療就労両立
支援センターを中心とした患者さんヘの支援活動、
主治医と職場、産業医などの関係者をつないで両立
支援をサポートする両立支援コーディネーターの
養成についても平成27年度から精力的に行ってい
ます。
本日のフォーラムの第一部、ならびに第二部は、
今、杉山院長からご紹介がありましたように有意義
なお話しをいただけるものと思います。本フォーラ
ムを機にがん患者さんをはじめとした両立支援が
さらに推進されることを期待しています。
本日ご参加いただいている皆々さまにおかれま
しては、医療機関の皆々さま、企業の皆々さま、産業
保健に関係する皆々さまと多くのお立場の方がお
られますので、本日のテーマである「－安心して働
き続けるために－」ということが、それぞれのお立
場の方々にとって、両立支援の一助となることを心
から祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただき
ます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。





厚生労働省及び地元企業における
両立支援の取り組み

第一部 基調講演
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厚生労働省及び地元企業における
両立支援の取り組み —座長のことば

加藤です。本日は、厚生労働省健康・生活衛生局が
ん･疾病対策課相談支援専門官の戸石輝様をお呼び
し、「がんにおける治療と仕事の両立支援と第4期が
ん対策推進基本計画について」のお話しをいただき
ます。それでは戸石様よろしくお願いいたします。

基調講演① ②〜

加藤 宏一独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 治療就労両立支援センター 
両立支援部長

続きまして「地元企業における両立支援への取り
組み～安心して働き続けられるために～」というこ
とで株式会社リサイクル・ネットワークの大久保茂
忠様にお願いいたします。
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がん患者における治療と仕事の両立支援と
第4期がん対策推進基本計画について

① がん患者における治療と仕事の両立支援と第4期がん対策推進基本計画について

厚生労働省健康・生活衛生局が
ん・疾病対策課相談支援専門官の戸
石と申します。9月に厚生労働省の
組織改編があり、「健康局」から「健
康・生活衛生局」へ変わっています
のでどうぞよろしくお願いいたし
ます。また日ごろより皆さまにお
かれましてはがん対策などをはじ
めとする厚生労働行政に関し、ご
理解いただき、ありがとうござい
ます。
私からは「がん患者における治
療と仕事の両立支援」についてお
話しをさせていただきます。
まず表1は最後にもお話ししようと思っています
が、「それぞれの立場からの両立支援の意義」という
ことで、これから様々な情報や施策のお話しをさせ

まず、はじめに「がん患者における治療と仕事の
現状」をお話しさせていただきます。
「がん患者・経験者の就労・両立支援に関する対策
の経緯」で表2を示していますが、平成18年に「がん
対策基本法」が議員立法により成立しています。平
成21年には「がん検診企業アクション」、現在の「が
ん対策推進企業アクション」が開始され、平成24
年には「第2期がん対策推進基本計画」が閣議決定
されて、その中で重点的に取り組むべき課題に「働

はじめに

がん患者における治療と仕事の現状

厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 相談支援専門官　戸石 輝

基調講演 ①

表1

それぞれの立場からの両立支援の意義

ていただきたいと思っていますが、最終的にはこう
した意義というところに皆さんと一緒に戻ってく
ることができればと考えていますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

く世代や小児へのがん対策の充実」が、分野別施策
に「がん患者の就労を含めた社会的な問題」という
ものが追加されています。さらに平成25年には、厚
生労働省内の各部局におきまして事業が開始され
て、平成28年には「事業場における治療と職業生活
の両立支援のためのガイドライン」を公表していま
す。さらに平成30年には「がん患者の仕事と治療の
両立支援モデル事業」を開始し、令和2年には「がん
患者の就労に関する総合支援事業」を拡充していま
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す。ここで出てきた施策については、
後ほど、概要になりますが、説明さ
せていただきます。

図1の棒グラフは、「がんの5年相
対生存率（全がん）の推移」を示し
ています。5年相対生存率について
は、図1の下部に書いてありますが、
「がんと診断された人のうち5年後
に生存している人の割合が、日本
人全体で5年後に生存している人
の割合に比べてどのくらい低いか
を示す。」ものになります。
2007年から示していますが、今
から20年前の2003年には、50％
台後半でした。「2013－2014年」
は67.5％になっていて、がん医療
の進歩により、生存率が向上して
きている現状です。
続きまして図2「在院日数の短縮
化と通院治療へのシフト」ですが、
図の左側に「平均在院日数の推移」
ということで2002年に35.7日だっ
たものが2020年には19.6日と入
院する期間が非常に短縮されてい
ます。
右側の折れ線グラフは、「入院患
者・外来患者数の推移」を示してお
り、外来患者数は非常に増えてい
ますが、入院患者数は減ってきて
います。
つまり入院期間が短くなって、
治療が外来に移行している状況に
なっています。先ほどの杉山院長
の開会挨拶にもありましたように、
がんは付き合っていく病気になっ
てきていると理解しています。
さらに「がん罹患者数と仕事を
持ちながら通院している者の推移」
で、がん患者の3人に1人は20～60
代で罹患しています。こちらは図3

表2

図1

図2

がん患者・経験者の就労・両立支援に関する対策の経緯

がんの５年相対生存率（全がん）の推移

在院日数の短縮化と通院治療へのシフト

■ がん医療（放射線療法、化学療法、手術療法）の進歩は目覚ましく、生存率は上昇している。
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の左側の折れ線グラフで
示しています。図3の右側
は、「仕事を持ちながら悪
性新生物（がん）で通院さ
れている者」の男性と女性
のグラフになっています。
2022年の調査で、がんで
治療を受けながら仕事を
持っている方は、49.9万
人で、これを2019年の調
査と比較しますと約5.1万
人増えています。がん罹患
者の3人に1人が、20～60
代と最初に申しあげまし
たが、もちろん仕事をされ
ている方がたの人数もか
なりありますが、近年の傾
向としましては、70歳以
上の方も非常に増加して
います。つまりこうした仕
事と治療の問題は、一部の
年代の方の問題ではなく
て、今や幅広い年代の方の
問題になっていると理解
しています。
続きまして図4「がん患
者・経験者の就労の状況」
ということで平成30年度
の「患者体験調査」による
と診断時に収入のある仕
事をしていた人（就労者）の割合は、44.2％でした。
平成26年度に行なった同じ「患者体験調査」とは大
きな変化はございませんでした。ただ、その内容を
詳しく見ていきますと、がん診断後、就労にどのよ
うな影響があったかを見ていきますと、19.8％の方
が退職もしくは廃業されたと回答されています。そ
の方の退職もしくは廃業されたタイミングを見て
いきますと図4下側の円グラフですが、56.8％の方
が初回治療までに退職もしくは廃業されているこ
とが分かっています。

図3

図4

がん罹患者数と仕事を持ちながら通院している者の推移

がん患者・経験者の就労の状況

さらに退職後の今はどうなっているかを調べま
すと22.5％の方が「再就職・復業の希望はあるが現
時点では無職」というデータが出ております。
こういったところを国民の皆さまの認識がどう
かということを世論調査で確認をしています。やや
古い調査で令和元年度の調査になっています。約6
割の方ががんの治療や検査のために約2週間に1回
程度通院する場合、働き続けられる環境だと思わな
いという回答が得られています（図5）。
また治療と仕事の両立を困難にする最大の要因

① がん患者における治療と仕事の両立支援と第4期がん対策推進基本計画について
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をお伺いしますと、身体的な部分での体
力の不安や精神面での不安という患者
さんご本人の身体的、精神的なものも挙
げられていますし、「代わりに仕事をす
る人がいない」であったり、「休むと収入
が減ってしまうから」といった労働環境
や勤務状況に関する問題にも触れられ
ています（図6）。したがって、こういう
ところに対してどのように施策を展開
していくかというところをわれわれと
しても考えているところです。

図5

図6

仕事と治療等の両立についての認識　（世論調査）

仕事と治療等の両立についての認識　（世論調査）

続きまして第4期がん対策基本計画についてお
話しをさせていただきます。表3は先ほど経緯でも
お話ししましたががん対策基本法の中では、厚生労
働大臣はがん対策推進協議会の意見を受けて、がん
対策推進基本計画を作成し、閣議決定されることと
なっています。がん対策推進基本計画に関しまして
は、少なくとも6年ごとに検討を加えることとされ
ています。がん対策推進基本計画を基本として、が
ん医療の提供状況等を踏まえて、都道府県において、
都道府県がん対策推進計画を作成いただきます。都
道府県がん対策推進計画に関しても、少なくとも6

第4期がん対策推進基本計画について

年に1回は検討を加えることとしています。また、
がん対策基本法はがん対策推進基本計画というが
ん対策の基本となる計画を示しているほか、基本的
施策ということで様々な取り組みの整備をしてい
くことを定めています。第四節では「がん患者の就
労等」ということで「がん患者の雇用の継続等」とい
う記載もあります。
現在、第4期がん対策推進基本計画となっており
ますが、第3期から第4期に変わっていく中でどの
ような議論があったかを皆さんと一緒に確認をし
ていきたいと思います。第3期がん対策推進基本計
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画を実行する中で中間評
価を行なっています。そ
の中で就労支援、両立支援
に関しましては、「治療開
始前における就労支援に
係る情報提供をはじめと
して、がん患者だけでなく、
その家族及び企業等の支
援者に対しても引き続き
支援を充実させていく取
組が必要である。また、大
企業だけではなく中小企
業に勤務している患者に
対する治療と仕事を両立
するための制度等の利用
など、医療機関だけでなく、
企業や雇用・労働関係機関
における取組についても
一層の推進が求められる。」
とされています（表4）。
これらの中間評価の内
容を踏まえ表5「〈サバイ
バーシップ支援〉分野の見
直しの検討の視点①」とい
うことです。サバイバー
シップ支援とは、がんに罹
患されたあとの社会的課
題についての対応の部分
を指すものになります。こ
こでの仕事と治療の両立支援というこ
とに関しては、「がん患者・経験者及び家
族等の生活の質を向上できるよう、既存
の両立支援の効果及び課題を明らかに
し、施策の強化や産業保健との連携、普
及啓発等について検討することとして
はどうか。また、就労支援に携わる者は、
個々の実情を把握した上で産業医等と
連携し、患者と事業主との間で治療と仕
事の両立へ向けた調整を支援すること
としてはどうか。」・「再就職支援を推進

表3

表4

がん対策基本法 （平成18年法律第98号）

「サバイバーシップ支援」に関する第３期基本計画中間評価について

（平成１８年６月成立、平成１９年４月施行、平成２８年１２月改正・施行）

（第３期がん対策推進基本計画中間評価報告書より抜粋）

第84回がん対策推進協議会 資料８（R4.10.27）

表5

「サバイバーシップ支援」分野の見直しの検討の視点①

■ がんとの共生のあり方に関する検討会からの提言並びに第３期中間評価及びこれまでの議論を踏まえ、
　 以下の点について、どのように考えるか。

① がん患者における治療と仕事の両立支援と第4期がん対策推進基本計画について

第84回がん対策推進協議会（R４.10.27）資料８より抜粋
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する観点から、拠点病院等とハローワー
クとの連携する事業に引き続き取り組
むこととしてはどうか。」・「就労支援の
さらなる充実に向けて、がん治療に関連
する離職の実態を把握し、それを踏まえ
た就労支援の提供体制について検討す
ることとしてはどうか。」・「中小企業も
含めて、がん患者が治療と仕事を両立で
きるよう、企業における支援体制等の環
境整備を推進するため、産業保健総合支
援センター等の更なる活用や助成金等
による支援について検討することとし
てはどうか。」・「両立支援
コーディネーターの更な
る活用に向けて、その活動
状況を把握するとともに、
地域職域連携の観点から
より効果的な配置につい
て検討することとしては
どうか。」というような提
案を受けているところで
す。

表6は「〈サバイバーシッ
プ支援〉分野の見直しの検
討の視点②」です。治療と
仕事の両立支援というわ
けではないのですが、いわ
ゆるアピアランスケア、が
んによって外見が変化す
ることへの心理・社会的なケアを指しますが、こう
したアピアランスケアといった仕事や社会参加と
いうところに影響が出るような項目もありますので、
ぜひ皆さんもお時間がある時にご確認いただきた
いと思います。

表7が今年の3月28日に閣議決定された「第4期
がん対策推進基本計画」です。この計画では、全体
目標を「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全
ての国民とがんの克服を目指す。」としています。「1．
がん予防」「2．がん医療」「3.がんとの共生」という3
つの柱をベースに、「4.これらを支える基盤」を含め

表6

「サバイバーシップ支援」分野の見直しの検討の視点②

■ がんとの共生のあり方に関する検討会からの提言並びに第３期中間評価及びこれまでの議論を踏まえ、
　 以下の点について、どのように考えるか。

第84回がん対策推進協議会（R４.10.27）資料８より抜粋

表7

第４期がん対策推進基本計画（令和５年３月28日閣議決定）概要

てがん対策を推進することとしています。
「3.がんとの共生」の概要をより詳しくお示しし
たものが表8です。枠で囲ってあります「（3）がん患
者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支
援）」という中に「現状・課題」として「働く世代のが
ん患者の離職防止や再就職への就労支援の充実が
必要である。」とされ、「取り組むべき施策」として、
「現在の両立支援制度の効果及び課題の明確化、そ
れを踏まえた施策の強化や医療機関等と産業保健
との連携、普及啓発等に係る検討」、「様々な就労形
態のがん患者の就労・離職の実態把握、それを踏ま
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えた就労支援の提供体制
の検討」をすることとして
おります。

表8

第４期がん対策推進基本計画（令和５年３月閣議決定）分野別施策の概要
３．がんとの共生

ここからは、がん対策推進基本計画も踏まえたう
えで、がん患者における治療と仕事の両立支援につ
いて触れていきます。

表9はがん患者に限ったものではないのですが、「厚
生労働省における治療と仕事の両立支援の取り組み」
です。ガイドラインやマニュアルといったものや診
療報酬という形で両立支援の取り組みをサポート
したり、推進したりしているところです。
また働き方改革実行計画の中にも「7.病気の治療
と仕事の両立」が含まれています（表10）。

がん患者における治療と仕事の両立支援について

表9

表10

厚生労働省における治療と仕事の両立支援の取組

働き方改革実行計画
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表11はその部分を抽出したものになりますが、
「（1）会社の意識改革と受け入れ体制の整備」という
ことで、「企業トップ自らが働く人の健康の経営課
題としての位置づけ」や「会社向けの疾患別サポー
トマニュアルの作成と普及」、これはすでに一部対
応していますが「傷病手当金の支給要件等について
検討」などが入っています。また「（2）トライアング
ル型支援などの推進」ということで、トライアング
ル型サポートを推進していこうということになっ
ています。
このトライアングル型
サポートとはどういうも
のかと言いますと、働く方、
労働者であるご本人やご
家族を真ん中にしまして
医療機関、企業、両立支援
コーディネーターの三者
が手を取り合いながら支
援を行なっていくという
体制になっています（図7）。
それでは両立支援コー
ディネーターとは何かで
すが、両立支援コーディ
ネーターは、企業や支援機
関、医療機関に配置される
ことを想定しているもの
で、機能としては、「支援対
象者に寄り添いながら継
続的な相談支援等を行う
こと」となっています。役
割としては、「それぞれの
立場における支援の実施、
及び関係者との連携・調整」
ということで、ご本人さん
と相談をしながら仕事と
治療を両立していけるよ
うにコーディネートして
いく役割を期待している
ところです（図8）。

表11

働き方改革実行計画における病気の治療と仕事の両立

図7

図8

治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援のイメージ

両立支援コーディネーターの養成
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こうしたトライアング
ル型サポートの推進に関
しまして、がん患者さんに
関しましては、「がん患者
の就労に関する総合支援
事業」を厚生労働省で行
なっています。図9の右下
にトライアングル型サポー
トが記載されていますが、
事業内容といたしまして
は、がん診療連携拠点病院
等に社会保険労務士など
の就労の専門家を配置す
ることや、がん診療連携拠
点病院等に両立支援コー
ディネーターの研修を受
講した相談員を配置する
ことをサポートしている
事業となっています。
また医療機関に関しま
しては、医療機関で行なっ
た診療行為等に対する評
価等である診療報酬にお
いて「療養・就労両立支援
指導料」で評価をしていま
す（図10）。
簡単な説明になってし
まいますが、患者さん、労
働者であるご本人から事
業者・産業医の方などと一緒に作成した「勤務情報
提供書」と呼ばれる勤務の状況等を記した書類を主
治医にお渡しいただき、主治医はその情報を踏まえ
て療養上の指導、両立支援に必要な情報を提供しま
す。主治医からいただいた情報をもとに、ご本人と

図9

がん患者の就労に関する総合支援事業
（がん診療連携拠点病院機能強化事業内）

令和５年度予算額：235百万円 （令和４年度予算額：235百万円）

図10

診療報酬「療養・就労両立支援指導料」

企業や産業医等が相談をしながら両立支援プラン
を作成していく流れになっています。診療報酬では、
図10の枠で囲ってある主治医が実施する情報提供
に関しまして評価をしているところです。
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療養・就労両立支援指導
料の算定要件は、がんだ
けでなく脳血管疾患、肝疾
患、指定難病、心疾患、糖
尿病、若年性認知症も評価
の対象にしており、看護師、
社会福祉士、精神保健福祉
士または公認心理師が相
談支援を行い、その者が両
立支援コーディネーター
の研修を受講している場
合にはさらなる評価を行
なっているところです（表
12）。
さらに医療機関に関し
ましては「長期療養者就職
支援事業」（図11）があり、
仕事をいったんは離れら
れている方になりますが、
がん診療連携拠点病院等
の医療機関においてハロー
ワークと協定を結び、出張
相談などの対応ができる
連携体制の構築も進めて
います。
さらに「地域両立支援推
進チーム」は医療機関だけ
ではなく、都道府県の労働
局を事務局として使用者
団体や労働組合の推薦者、
地域の医療機関、都道府
県、産業保健総合支援セン
ター等が集まってチーム
となり、都道府県内での両
立支援を推進していく取
り組みを進めているとこ
ろです（表13）。

表12

療養・就労両立支援指導料の算定要件
（H30新設、R2・R4改定）

図11

表13

長期療養者就職支援事業

「地域両立支援推進チーム」による地域の取組の推進
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またご病気になれた際に、ご本人
が企業にご相談をされる、医療機関
にご相談をされるとなった時に主
治医には直接相談しにくいという
ことも、当然あるかと思います。そ
ういう時にはがん診療連携拠点病
院に設置しております「がん相談支
援センター」があります（表14）。

表14

表15

表16

がん相談支援センター（がん診療連携拠点病院等）

がん相談支援センターの業務（がん診療連携拠点病院等）

がん相談支援センター（小児がん拠点病院）

がん診療連携拠点病院等に設置
されるがん相談支援センターの業
務として表15の枠で囲ってありま
すが、就労に関する相談に対応する
ようにとしています。がん診療連携
拠点病院等だけではなく小児がん
拠点病院の方にも同じく「がん相談
支援センター」を設置しています（表
16）。
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表17

図12

がん相談支援センターの業務（小児がん拠点病院）

がん相談支援センターに配置されている相談員の状況

小児がん拠点病院等の整備に関する指針（令和４年８月）より抜粋

（令和４年９月１日時点）

表18

産業保健総合支援センターによる産業保健活動の支援

小児・AYA世代の就労に関する相
談を受けることとしていますので、
医療機関で相談をしたいとなった
時に相談できる窓口として「がん相
談支援センター」があると認識をし
ていただければと思います（表17）。

図12「がん相談支援センターに
配置されている相談員の状況」です
が、グラフを見ていただくと分かり
ますが、まだ「0人」というところも
あるのですが、がん相談支援セン
ターに両立支援コーディネーター
研修を修了された方も多く配置さ
れてきている状況です。

産業保健総合支援センターが47
都道府県に設置され、病院外でも相
談を受けていただける体制という
ものを推進しています（表18）。
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図14は、「職域におけるがんの普
及啓発」です。「がん対策推進企業ア
クション」というものを推進してい
ます。

また事業場の皆さまに対しまし
ては「事業場における治療と仕事の
両立支援のためのガイドライン」を
設定しています。こちらもがんにか
かわらず継続した治療が必要なす
べての方を対象としたガイドライ
ンになっています。治療を受けなが
ら疾病を増悪させることなく両立
ができるようにというガイドライ
ンになっていますので、ぜひご確認
いただければと思います（表19）。
このガイドラインに関しましては、

「企業・医療機関連携マニュアル」が
セットになっていますので、ぜひ事
例を加えて見ていただけると具体
的にイメージできると考えていま
す（図13）。

表19

図13

図14

治療と仕事の両立支援ガイドライン

企業・医療機関連携マニュアル

職域におけるがんの普及啓発

① がん患者における治療と仕事の両立支援と第4期がん対策推進基本計画について
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企業の方に「がん対策推進企業ア
クション推進パートナー」となって
いただきまして、がん検診の呼びか
けやがんに関する普及啓発を行なっ
ていただく事業です。企業の中での
がんの理解が深まることによって
さらに両立支援が進むのではない
かと思っていまして、この推進パー
トナーは年々増えている状況で、さ
らに全国各地で登録をしていただ
いております（図15、16）。
現在、国で進めている施策の流れ
を1枚の図にしますと図17のよう
になります。まず、日ごろから労働
者への普及啓発を企業で行なって
いただきたいと考えています。た
だ、実際に診断をされると患者さん
としては、診断による動揺や不安か
ら、早まって退職しようと思ってし
まったり、お金のことを不安に思わ
れたり、様々な不安を抱えます。そ
ういうことに関しましては、診断の
場である医療機関で早期からのニー
ズ把握をするとともに治療状況や
生活環境、勤務情報などの整理を行
なって職場にどのように伝えるか
などの色々な相談支援を
行なっていきます。
そして、事業場において
は患者さん本人、労働者ご
本人からの申し出により
両立支援を始めていただ
きたいと考えています。そ
の中では、図17の下側に
四角で囲ってあるように
現在ご紹介しました施策
やツールをご活用いただ
ければと考えています。そ
して治療期に入りますと
医療機関と事業場での情

図15

がん対策推進企業アクション推進パートナー登録数の推移
（令和４年度末現在）

図16

推進パートナー企業・団体の数

図17

拠点病院等におけるがん患者の仕事と治療の両立支援
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最後になりますが、最初にお示し
した意義ということです（表20）。
労働者本人にとっての意義という
ことでは、疾病にかかったとしても、
本人が希望する場合にはその病気
を悪くさせることがないように適
切な治療を受けながら仕事が続け
られる可能性が高まるというよう
に考えています。
また事業者の方に関しては、労働
者の健康確保という位置づけとと
もに、人材資源の喪失防止、労働者
のモチベーションの向上に
よる人材の定着・生産性の向
上、さらには、健康経営や社
会的責任（CSR）を果たすこ
と、労働者のワーク・ライフ・
バランスの実現といった意
義もあると思っています。
医療関係者にとっての意
義としては、仕事を理由とす
る治療の中断や、仕事の過度
な負荷による疾病の増悪を
防ぐことで、疾病の治療を効
果的に進めることが可能に
なることだと考えています。
最後に、社会にとっての意
義を考えてみますと、疾病を
抱える労働者の方々も、それぞれの状況に応じた就
業の機会を得ることが可能となり、全ての人が生き
がい、働きがいを持って各々が活躍できる社会の実
現に寄与することが期待されると考えています。
ここは、皆さまのご意見もあるかと思いますので、
様々なご意見をいただければと思っています。本日

図18

ポータルサイト 「治療と仕事の両立支援ナビ」

報共有の手段としまして、先ほど申しあげました勤
務情報提供書であったり、主治医の意見書などもう
まく活用していきながら両立支援プランという両

立支援に必要なことがらなどをまとめたものを作
成いただき、両立支援を進めていただきたいと考え
ています。

治療と仕事の両立支援の意義

表20

それぞれの立場からの両立支援の意義

ご説明したものに関しては、図18のポータルサイ
ト「治療と仕事の両立支援ナビ」や厚生労働省ホー
ムページ内の「がん対策情報」でご覧いただけます
のでご確認いただければと思います。
以上になります。

① がん患者における治療と仕事の両立支援と第4期がん対策推進基本計画について
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地元企業における両立支援への取り組み
—安心して働き続けられるために—

株式会社リサイクル・ネットワー
クの大久保と申します。本日は地
元企業における両立支援ヘの取り
組みということで自社の概要と近
況をお話しさせていただいた後に
事例報告をさせていただきたいと
思います。
当社は企業様や病院様などの事
業系の廃棄物に特化した処理業者
で、本社は地元大森にあります。ま
た車で20分ほどのところにある
城南島に産業廃棄物の積替え保管
施設があり、この2拠点で事業を行
なっています。
今期で第20期目で、従業員は28名という構成になっています（表1）。

この会社は、私がゼロから立ち上げた会社ではな
く、同業のオーナーがリサイクル提案に強みを持っ
た会社を立ち上げたいという思いで創っていただ
いた会社で、創業より私が代表を任されております。
分社化ということで社員7名と車両、それからお客
様も一部譲り受けてスタートしましたので創業時
は比較的順調なスタートで、創業時にありがちな苦
労というものもあまりなくスタートをしました。「い
つかは、親会社を抜かそう！」と社員に言い聞かせ
て、そこから数年「土日返上で働く」など必死になっ
て働いていたのですが、なかなか売り上げが伸びて

はじめに－会社概要

当社のあゆみ

株式会社リサイクル・ネットワーク 代表取締役　大久保 茂忠

基調講演 ②

表1

当社の概要

表2

当社のあゆみ
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それでは本題の方に入らせていただきます。本日
お話しする社員さんは、創業時に親会社から一緒に
異動してきた7名のうちの1人で20年来の付き合い

当社における事例

いかず、逆に利益はどんどん減っていき、創業から
5年目には、利益はほとんどゼロとなり、このまま
だと倒産してしまうという状況に追い込まれてい
きました（表2）。
経営の結果はすべて社長の責任なのですが、当時
は「社長がこんなに頑張っているのに、同じように
頑張らない社員も悪い」というように社員のせいに
していたところも正直ありました。
その苦しい状況の中、経営者仲間に相談したとこ
ろ京セラやKDDIを創業された稲盛和夫氏の経営塾
（盛和塾）に入らないかと誘われ、入塾することにし
ました。
稲盛塾長は「人の一番尊い行動は利他（他人を利
すること）」だと何度も言われていまして、中小企業、
とくにわれわれのような小さな会社の経営は「そこ
で働いている社員を幸せにすること」、この一点だ
けでいいと言いきっておられました（表3）。
それから色々な勉強会に参加させていただき、会
社や団体組織は、そこで働いている従業員や職員の
モチベーションでほぼ100％決まってしまうとい
うことを確信しましたので、経営理念を「全社員の
物心両面の幸福を追求する」に変更し、第一に掲げ、
できることをひとつひとつ変えていきました。そう
しましたら翌年から数字が伸び始めたのです。それ
に伴って利益も上がってくるようになり、やはりそ
こで働いている社員の幸福感ですべてが決まるの
だなと認識しました（図1）。この間、経営をしてい
てうれしかったことは、この経営塾（盛和塾）は全世
界で13,000名ほどの経営者が参加しているのです
が、2017年、1年に1度開催される世界大会におい
て「稲盛経営者賞」を受賞いたしまして、稲盛塾長か
ら直接お褒めの言葉をいただいたことがいちばん
うれしい出来事のひとつでした（図2）。
直近ではコロナ禍、テレワークが進みオフィスか

表3

図1

図2

らの廃棄物が減り、かつ飲食店様やホテル様も活動
の自粛ということで廃棄物がゼロになり、初めて減
収減益になりましたが、前期はどうにか売り上げ数
字は上がってきたという状況です。

となる社員さんでした。私の会社は、事業者から出
てくる日々のゴミ（燃えるゴミ・燃えないゴミ）を回
収しているルートというサービスと、粗大ゴミや消
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費期限が切れた食材、倒産してしまった事務所の残
置物などの臨時のゴミを扱うスポットという2つの
サービスを提供していますが、今回お話しをする社
員は、ルートのゴミを回収する部隊のマネージャー
をお願いしていた社員さんでした（表4）。
がんと診断された経緯をお話しします。本人が喉
の右側に膨らみを感じ、何だと思っていたらそれが
だんだん大きくなって自覚症状が出てから3ヵ月後
に病院に行き検査をしました。もう少ししっかりし
た検査をした方がいいということで、組織を調べた
ら中咽頭扁平上皮がんと診断されました（表5）。
この診断が出たあとに本人から私に報告があり
ました（表6）。「報告したいことがあるので社長、時
間をください」と言うので本社に来てもらい、今お
話しした経緯と、「これからお休みをいただいて治
療にあたりたい」という申し出がありました。
この社員さんは非常に運命思考が強く、自分の身
の上に起きていることはすべて意味がある、意義が
あるととらえていて、がんになったことを嘆いたり
するのではなく、まずそれを受け入れてどのように
がんと闘っていくのかと考える人物で、「頑張って
治療したいので、部署をお願いします。」ということ
でした。私も二、三の励ましの言葉をかけて、「会社
としてできるだけのことはやっていく」と伝えました。
報告を受けた後、玄関まで送って、彼が大森駅ま
で歩いて行く後ろ姿を見送り続けていた時に不謹
慎ではありますが「ひょっとしたらこの後ろ姿は2、
3年後、もう見ることができなくなるのでは…」と思っ
てしまいました。
当時の私のがんのイメージは、たまたま私の周り
の人がそうだったのですが、亡くなる方が多かった
ので、私もがんは治らない病気と思っていました。
この社員さんとは、いちばん苦しい時を20年間一
緒にやってきたので、非常に残念な気持ちと同時に、
「会社としてできることは、しっかり支援していこ
う！！」との思いになりました（表7）。

表8はその後の経過です。がん専門の病院を紹介
いただいて転院し、T4レベルの診断を受けました。
翌月に会社を休職して2ヵ月間入院をしました。治
療は抗がん剤と放射線治療を実施しました。そして

表4

表5

表6

表7

当社における事例

経緯①
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翌々月、無事に職場復帰をしました。7ヵ月間休職
し、筋肉も相当に衰えているということで、体力勝
負の仕事ですから、体を慣らしながらの復帰となり
ました。ドライバー職は長時間労働がよく問題にな
りますが、私どもの社員さんも同様で、平均して1
日に4時間ぐらいの残業をしており、月に80時間ぐ
らいの残業になりますので、復帰に当たって配慮し
たことは、まずその残業をとりあえずゼロにしよう
ということでした。1日に回収する件数を通常の50
件ほどから30件ほどに減らして、残業しなくても
終わるように労働時間を減らしました。また月の公
休日をそれまでより2日間追加して、年間で130日
休日の体制に変え、出勤日も減らして様子を見なが
らやっていこうというように変えました。
復帰6ヵ月ぐらいした時には体力も戻ってきまし
たので、公休日は年間130日を引き続き維持したう
えで、労働時間は1日4時間ぐらいの残業に戻し、元
のマネージメント業務にも戻り、社員みんなも「よ
かった」と喜んでいました（表9）。
しかし、復帰8ヵ月後に同じ部位にがんが再発し
ました。その社員さんはあまり多くは語らなかった
のですが、やはり私には昔からのがんのイメージが
あり、「なかなか治らない、治ったと思ってもまた出
てくる」というイメージです。不謹慎なのですが、「や
はりか」という思いになりました。他の社員も落胆
が大きく、「治ったと思ったらまた出てきてしまっ
たのか・・・」という消沈した空気に包まれました。
放射線治療はもうこれ以上は当てすぎになるの
で難しいという判断で、摘出手術となりました（表
10）。
ただ発見が早かったため、2週間ほどの入院で比
較的早くに職場復帰し、その後は定期的に検査を受
け続け、現時点では再発もなく、今もマネージャー
として職務についていただいています（表11）。
この一連のことを経験して、まず、私個人的には

「がんは治る病気なのだ」と認識が変わりました。昔
見た、山口百恵さんのドラマで、がんが発症し、治療
方法が模索されたが、進行して亡くなっていくとい
う印象が非常に強く残っていて、また周囲でがんに
なった人の多くが亡くなっているということもあり、

表9

表10

表8

表11

経緯③

経緯②
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がんは治らないものだというように思っていたの
ですが、この社員さんの経験から「がんも治る」のだ
という認識になりました（図3）。

図3

施策①
この経験を踏まえて会社としてこれからどうし
ていこうかと考え、まず決めたことが、「社員に人間
ドックを受けさせよう」ということで、2021年6月
から入社1年目の従業員を対象に人間ドックを受け
れば7万円のサポート支給をすることにしました。
とは言いましても資金面での制約もありますので、
出来る範囲内からということで、30代は4年に1回、
40代は3年に1回、50代・60代は2年に1回人間ドッ
クを受けていただき、その時に会社がサポートする
という形で2年前から始めています（表12）。
今期からその時に奥様、あるいは旦那様など配偶
者も一緒に受診サポートする形に進化させ、「早期
発見・早期治療」につなげています。

施策②
今回この発表をさせていただくのに合わせ、その
社員さんに入院中に何をいちばん感じたのかを聞
いたところ「傷病手当金制度の有難さ」がいちばん
だということでした。やはりボランティアで働いて
いるわけではなく、お金を得ることを目的に働いて
いるので、それが3分の2としても「安定的に収入が
入ってくる、この安心感は絶対ですよ、社長。」と言っ
ていました。そこでもう少しサポートできることは
ないかと考え、長期就労者優遇制度として、3年以
上勤務した社員さんを対象に、会社の方でがん保険
に加入し、がんと認定された際は本人に直接200万
円が給付され、安心して治療に専念できる仕組みを

当社の取り組み

2年前から導入しました。（表13）。

施策③
他にも何かないかなということで、1年前から禁
煙手当を導入して、1ヵ月に1回「禁煙します」と宣
言し、達成できたら月に2,000円を給付するという
仕組みです。正直あまり効果はないのではと思って

表12

表13

当社の取り組み①

当社の取り組み②
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表15の「まとめ」が最後のスライドになりますが、
リサイクル・ネットワークはこれからどこに向って
いくかということですが、稲盛塾長から教えていた
だいた「全社員の物心両面の幸福を追求する会社」
を引続きめざしていきたいと思っています。よく言
われているのですが国内で労働人口は今後どんど
ん減っていく中、中小企業はますます人の採用が難
しくなっていきます。働く方はやはり、「福利厚生が
しっかりしている」、「潰れにくい」、「給料が高い」と
いった大企業・中堅企業にいきますので、われわれ
のような会社は、本当に採用が難しくなってきてい
ます。とくにドライバー職は難しく、大手運送事業
者も資金を投資して募集に力を入れている中で求
人をしていかなければなりません。今、ドライバー
職1人を採用するのに求人費100万円ほどかかると
言われています。中小企業ではそういう金額はなか
なか出せませんので、まずわれわれがやらなければ
いけないのは、「いかに退職者を出さない職場を作
るか」、「いかに従業員から見て魅力のある職場にす
るか」ということが急務だと考えています。
先ほどもお話ししましたが、がんは治る病気になっ
てきて、がんだけではなく色々な病気も治るように

これからどこに向っていくか－退職者を出さない会社へ

表15

表14

まとめ

当社の取り組み③
いたのですが、この1年間であらたに4名の社員さ
んが禁煙に踏み切っていただいたので、継続して応
援していきたいと思います（表14）。

なってきて、もし、社員さんがそういう病気になっ
た時に安心して治療ができる職場、復帰してもいい
と思ってもらえる職場を作れるかどうかが、われわ
れ中小企業に問われていると考えています。口で言
うのは簡単な言葉で、実現するのは非常に難しいと
いうことはよく分かっていますが、それでも声に出
して、少しでもそういう職場に近づけられるよう、
引続き頑張っていきたいと思います。
以上で発表は終わりたいと思います。ご清聴あり
がとうございました。
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厚生労働省及び地元企業における
両立支援の取り組み —座長を終えて

基調講演では、戸石様から、まずはがんの両立支
援と第4期がん対策推進基本計画の話しなどをうか
がいました。
大久保様からは貴重なお話しをありがとうござ
いました。がんになっても安心して治療を受けて仕
事に戻ってこられる職場が両立支援の根本かなと
も思いますが、戸石様からお話しいただいたがん対

基調講演① ②〜

加藤 宏一独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 治療就労両立支援センター 
両立支援部長

策推進企業アクションの推進パートナー数は5,000
社ぐらいあるということで、企業の方もがんによる
離職の両立支援をしていただいているということが、
よく理解できました。
以上で第一部の講演を終えたいと思います。あり
がとうございました。



医療機関等における
両立支援の取り組み

第二部 基調講演
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医療機関等における両立支援の取り組み
—座長のことば

ただ今ご紹介にあずかりました独立行政法人労
働者健康安全機構特任研究ディレクターの嶋田と
申します。よろしくお願いいたします。
それでは講演第二部を始めさせていただきます。
栃木産業保健総合支援センター産業保健専門職の
髙橋由紀子様から「栃木産業保健総合支援センター
の取り組み及び事例報告」の発表をお願いします。
続いて長野市民病院のがん相談支援センター特

独立行政法人 労働者健康安全機構 特任研究ディレクター　嶋田 紘

基調講演③ ⑤〜

定社会保険労務士、両立支援スーパーバイザー、人
事課長の北原啓祐様にお願いします。タイトルは「長
野市民病院の取り組みと事例報告」です。
最後のご発表は、東京労災病院治療就労両立支援
センター両立支援部長の神山博彦様から「東京労災
病院における両立支援の取り組み」のお話しをうか
がいます。
以上、順にご講演をお願いいたします。
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栃木産業保健総合支援センターの保健師の髙橋
です。産業保健総合支援センターは、全国47都道府
県に設置されていまして、言葉のとおりですが、事
業場が行う産業保健活動を総合的にサポートする
機関になります。事業場様や事業場の産業保健ス
タッフをサポートする機関と言えます。
私は平成30年から産業保健専門職として栃木産
業保健総合支援センターに在籍しておりますが、こ
の年から産業保健総合支援センターの事業として
治療と仕事の両立支援を重点的に
行なうために、初めて保健師が配
置されています。
まずは治療と仕事の両立支援に
おける産業保健総合支援センター
の役割を説明いたします。表1は独
立行政法人労働者健康安全機構の
第4期中期目標から抜粋したもの
になります。
「1.企業等に対する正しい知識及
び理解の普及」「2.企業や産業保健
スタッフ等からの相談対応」「3.労
働者と企業との間の個別調整支援
を円滑かつ適切に実施すること」
「4.地域資源との連携」となっております。何をする
時にもこのことを思い出して企画実施しています。
それを事業場様に分かりやすいような形でお示
ししたのが図1です。当センターにおける治療と仕
事の両立支援の担当者は、私と５名の両立支援促進

はじめに－栃木産業保健総合支援センターの役割と事業内容

基調講演 ③

員です。両立支援促進員は社会保険労務士３名と産
業保健活動において両立支援を経験している保健
師2名に委嘱し、協力して事業に当たっています。
相談に関しましては、当センターのほか協定を締
結した医療機関に出張相談窓口を開設しております。

髙橋 由紀子独立行政法人 労働者健康安全機構 栃木産業保健総合支援センター 
産業保健専門職

表1

治療と仕事の両立支援における
産業保健総合支援センター（産保センター）の役割

図1

治療と仕事の両立支援に関する実際の活動と支援体制
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現在、定期的に出張相談にうかがう医療機関は、栃
木県立がんセンター、自治医科大学付属病院、獨協
医科大学病院の3ヵ所で、月に1回、病院に出向いて
相談窓口を開設しています。済生会宇都宮病院は昨
年度から随時という形で出張相談窓口を開設しま
した。

相談対応のほか、事業場への個別訪問支援、患者
様と事業場様との個別調整支援、団体等の啓発セミ
ナーという大きく4つの柱の事業を行なっており、
この図を印刷した用紙を当センターのリーフレッ
トに挟み込んで様々な機会にお渡しするようにし
ています。

実際に治療と仕事の両立支援に
取り組む事業場を増やすことがと
ても大切になるのですが、これが
なかなか難しく、今も色々と苦労
しているところです。まず両立支
援事業の周知を行なわなければい
けないということで、私が産業保
健専門職になる前の平成29年度か
ら、栃木県地域両立支援推進チー
ムに参画し、連携を始めました（表
2）。
平成30年度には栃木労働局と協
力し、949事業場に両立支援に関
するアンケート調査を行なっています。その結果を
見ますと大変残念なのですが、949事業場に当セン
ターへの相談申込書を入れてお送りしたものの、実
際の申し込みは8件で1％にも充たない状況でした。
平成29年度当時、私は栃木産業保健総合支援セン
ターの産業保健相談員と両立支援促進員を兼務し
ており、その活動の一環で労働基準協会様と共催で
両立支援の啓発セミナーで県内を回りました。その
時は「これで裾野が大変広がるのではないか」と思っ
たのですが、翌年のアンケートの結果を見ると残念
な状況でした。
令和元年度はアンケート回答があった企業様に
出向いたり、様々なところにご挨拶におうかがいし
たりしながらやってまいりましたが、令和2年から
は皆様ご存じのとおり新型コロナウイルス感染症
の流行が始まり、職場への訪問や啓発セミナーを行
なうことも難しくなりました。令和3年度には、当
センターのメンタルヘルス対策訪問支援事業で「心

治療と仕事の両立支援に取り組む事業場を増やすために

の健康づくり計画策定に取り組んだ事業場」の96
事業場のほか、情報提供、個別調整支援などで、私、
または両立支援促進員の訪問を受けたことがある
34事業場に事業周知と申込書をお送りしましたが、
申し込みは3件という状態でした。同じ年に栃木県
商工会議所連合会理事会でご説明等を行なってい
ます。
令和4年度になり、健康づくり等に積極的に取り
組もうとしている企業から周知を進めていった方
がいいのではないかと考え、全国健康保険協会栃木
県支部様に「とちぎ健康経営宣言事業所」に当セン
ターの「治療と仕事の両立支援」事業案内を周知し
ていただけないかご相談しまして、年度の終わるこ
ろに先方の発行するニュースに掲載していただき
ました。同じ年に栃木県保健福祉部健康増進課と
「とちぎ健康経営宣言事業所」を対象とした「治療と
仕事の両立支援」共催セミナーと個別相談会を同時
に行い、この際に5社様からあとで訪問をしてほし

表2

治療と仕事の両立支援に取り組む事業場を増やすために
ー両立支援事業の周知等ー
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いという依頼を受けております。
令和5年度になりまして全国健康保険協会栃木支
部様よりお申し出をいただき、「勤労者および事業
者のメンタルヘルス対策取り組み支援に関すること」
「勤労者および事業者の治療と仕事の両立支援に関
すること」を協力して進めていくための協定を７月
に締結しました。
また、当センターとしましては「治療と仕事の両
立支援」という言葉を知っていただくために、やは
り多くの事業所様に啓発セミナーに参加していた
だきたいと考え、啓発セミナーの周知・案内・申込書
を16団体様にお送りしました。実は令和4年度にも
お送りしましたが申し込みはゼロでした。当センター
では、「令和4年度はゼロだったから5年度はやらな
くてもいいのではないか」という声もあったのですが、
「啓発セミナーをすると、そのあとには必ず事業所
様からのご相談が入ってきていたので、周知をしま
しょう、セミナーをやるということだけはご案内し
ましょう」ということになり周知・案内を行いました。
今の事業場の産業保健上のトピックスは、両立支援
とは少し違うところにあるようで、化学物質の自律
的管理や転倒災害の問題などに非常に関心が高まっ
ているため、そういうお話しを聞きたいというご要
望が多く、「両立支援は一回聞いていますから」など
と言われて、なかなか啓発セミナーの申し込みには
つながっていないのですが、2年連続でご案内をし
たということで団体様から企業にお渡ししている
ところがどうやらあるらしく、「チラシを見て」とい
うご相談が数件入ってきております（表3）。
職場に知ってもらうことがなかなか難しい現状
はありますが、患者である労働者自身が自ら相談す
ることを後押しすることも大切と考えております。
医療機関様も皆でポスターを貼るなど努力してく
ださっているところですが、それ以外のところでも
患者さんと接する医療関係、福祉関係の方に知って
いただこうということで、表4にあるように栃木県
看護協会様、栃木県作業療法士会様、栃木県理学療
法士会様、認知症の人と家族の会栃木県支部様など
に啓発セミナー、情報の提供をしています。
また出張相談窓口を開設している病院の「がんサ

ロン」での啓発セミナーや、がんカフェでの広報、が
んチャリティイベントでの啓発活動や相談窓口開
設などを行っています。栃木県では令和3年度から
「小児・AYA世代がん経験者交流会」を始めています
ので、令和3年度はその情報を得てまずは参加させ
てくださいと申し出ました。令和4年度と5年度は
県の担当者から要請を受けて協力をしています。交
流会の対象となる小児・AYA世代にがんを経験して

表3

治療と仕事の両立支援に取り組む事業場を増やすために
「啓発セミナーの周知・案内」

（令和４年・５年度）

表4

患者である労働者が
自ら相談することを後押しするために

表5

事業者と労働者　双方への周知
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いる方々は皆さんが、就労世代ですから、こういう
ことがあるのを知らなかった、知っただけでもあり
がたいと言っていただいています。
そういうことで事業者と労働者双方への周知と

いうことを心がけ、事業者向けのチラシと労働者向
け（患者さん向け）のチラシを作り、両面にしたり片
面にしたり色々な方法で配布しております（表5）。

実際にはコロナ禍で事業場への
訪問等はかなり滞っていたのですが、
相談対応の件数は平成29年度には
10件もなかった相談が、令和4年度
には、全体で127件というように増
えています。病院での出張相談窓口
もコロナ禍においては中止を余儀
なくされたわけですが、中止の中で
も相談が減ることはなく、少し落ち
着いてきた令和4年度は36件とい
うようにかなり増えています。今年
度に入りましても相談は途切れる
ことなく入っているという状況です。
企業と労働者、医療機関との間の
個別調整支援も行っておりますが、
個人情報の保護等に関する同意書
を取得して受付した件数は令和4年
度までに22件、実際に職場に出向
いて職場での調整支援を行なって
いる件数は18件となっています。
まだまだ少ないですがこのような
状況です（図2）。
個別調整支援は、ガイドラインに
もとづいて治療と仕事の両立支援
を中立の立場でサポートします。ト
ライアングル型支援で労働者側で
もない、職場側でもない、医療側でもない、中間的な、
中立的な立場で支援するということを当センターで
も行っていますが、すべて何をするにも本人同意を
得て進めています。また、医療機関の協力を得なが
ら中立の立場でということを常に意識しながら支援
するようにしています。このためには少し俯瞰的に
見て全体を把握して動くことが非常に重要だと思い

相談対応・個別支援等の実績

ますし、全体を把握しながら時にはこちら側、時に
はあちら側というようなことを繰り返しながらいい
ところを探していくということになります（図3）。
実際に個別調整支援の申し込みをいただいた22
件の内訳が図4です。ご本人からの相談が17件、職
場からの申し込みも5件ありました（図4左「個別調
整申込内訳」）。「休職・就労中内訳」（図4右）では、休

図2

図3

相談対応件数等の推移

ガイドラインに基づく治療と仕事の両立支援の進め方を中立の
立場でサポートする「個別調整支援」（トライアングル型支援）

（平成29年度～令和4年度）
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職中の方は11件、就労中の方も11件となっています。
個別調整支援の疾病別内訳ですが、がんの方は4
分の1で6名、脳卒中5名、難病は7名、糖尿病は3名、
糖尿病に関しましては糖尿病の合併症にすでに到っ
ている方でした。がんに着眼しますと「糖尿病にプ
ラスがん」だったり「難病にプラスがん」というよう
な方もおられ、それぞれ元の疾患の件数に含まれて
おります（図5左側）。
結果について、なかなか厳しい結果だということ
がお分かりいただけると思います。休職中で職場復
帰プランを策定して復帰した事例は2件しかありま
せん。いずれも脳卒中の方でした。両立支援プラン
を策定したケースも2件で、これもてんかんと消化
器系の難病の方でした。休職は4名いますが、これ
は病状の悪化によるものです。退職は、休職期間の
満了によって退職となっている方がほとんどにな
ります。「調整支援に至らず終了」という方が8件で
もっとも多くなりますが、これは職場側が治療と仕
事の両立支援に取り組む気持ちがないと明確に答
えられた残念なケースも2件含まれております。一
方で相談するうちに自分で動こうと意志決定し、本
人自らが調整したというケースも2件含まれています。

図4

図5

個別調整支援の実績

個別調整支援の実績

（平成３０年度～令和４年度、２２件）

（平成３０年度～令和４年度、２２件）

図6は具体的な相談事例で乳がん
の方です。個別調整には至らなかっ
た事例からご紹介します。40代の
女性の方、従業員が150名の食品製
造業、栃木県ではなく茨城県に会社
があり、栃木の病院に通院をしてい
ました。ご本人が描いていた治療
のイメージですが、本人は乳がんに
なった時に自分はこういう経過を
辿るのであろうと描いていたのが
図6の上段です。手術をし、術後抗
がん剤治療、放射線治療をしてホル
モン療法をすると思い描いていた
ようです。実際にご相談にいらっしゃったのは術前
化学療法で3週間の入院後通院となり、次に向うと

事例紹介

いう時にご相談に来られました。ご本人は次に向う
のは手術だと考えておられました。この方の職場の

図6

実際の相談事例（乳がん）
４０代、女性、製造業（従業員１５０名）
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休職可能期間は6ヵ月で、6ヵ月のうちに化学療法
をして手術をすれば職場復帰できるだろうと考え
ていたのですが、治療方針の変更があり、術前化学
療法を入院3週間にプラス通院・外来点滴を約半年
間行ったあとに手術と変わりました。ご本人は手術
前に休職期間を満了してしまいそうだということ
でご相談に来られました。医療機関のソーシャルワー
カーを通じてのご相談です。退院後早々に職場に出
向いたそうですが、上司、同僚の方には「6ヵ月を過
ぎたら退職になるよ」とサラッと言われたそうです。
労働組合の方にも話しをしたら「大丈夫だよ」とい
うように言ってくれたようで、いったいどうなるの
かまったく分からないということでご相談に来て
います。
仕事は好きだし、手術前に外来点滴の治療をしな
がら働くべきなのだろうかということが、この方の
悩みでした。小さなお子さんがいらっしゃって仕事
はけっこうきつい、1回目の入院の3週間の治療は
自分が想定したよりも副作用が強く出てかなり辛

いということでした。
ご本人の相談を受けながら現在感じている副作
用と付き合って仕事ができそうか、手術に向ってい
くうえで仕事の継続による疲労蓄積の影響はないか、
点滴治療のための職場離脱、そのための休暇をどう
するかなどをご本人と話し合いをしまして、本人の
気持ちや考えを整理することをアシストしてきま
した。そのなかで上司や同僚、労働組合の方の言葉
は、実際には立ち話しであったと分かりましたので、
人事担当者または労働組合に相談という形をしっ
かりとったうえで相談することをお勧めしました。
ご本人は労働組合に相談することが自分に近いと
感じたようで、労働組合にご相談することを選択し
ました。
結果としては労働組合が会社側と交渉し、この方
のことだけではなく、病気休職期間を1年に延長と
いう制度の変更まで行なったということで、本人は
安心してお休みしながら抗がん剤治療を行い手術
に向うという道を選んでいます。

事例についてはこれでご紹介は終わ
りますが、このほかに両立支援コーディ
ネーターのための事例検討会を令和3年
度から開催しています（表6）。
前年度までに両立支援コーディネー
ター基礎研修を受講した人を対象にし
ていますが、当センターではオンライン
開催の環境がなかなか整わず、感染対策
をとりながら集まってできるところか
ら行いました。令和3年度は事例検討会
に7名の方が参加しています。令和4年
度は東京労災病院治療就労両立支援セ
ンターの協力も得まして脳卒中の事例
検討会を開催しています。
また令和4年度から交流会も行なっています。そ
れぞれに目的が違っており、交流会は情報交換や
ネットワークの構築、事例検討会は両立支援コー
ディネーター間の連携を推進して地域全体での支

両立支援コーディネーターのための交流会・事例検討会の開催

援体制の充実強化を図る、両立支援コーディネー
ターの能力向上を図るということを目的にしてい
ます。
まだ2回ですが事例検討会においては「自身の取
り組みを振り返り、今後の関わり方の参考になった。」

表6

両立支援コーディネーターのための
交流会・事例検討会の開催
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表8はまとめです。「治療と仕事の両
立支援」が当り前の日が来ることをめざ
してということです。
まず「企業等への両立支援にかかる正
しい知識と理解の普及」です。この点に
ついては、労働局との連携が重要だと
思っていますし、「事業者団体、商工団体
等、産業関係者へのたゆまぬ働きかけ」
で、たとえ申し込みがゼロでも働きかけ
続けることをしていきたいと思ってい
ます。
また「地域資源との良好な関係づくり」
で、栃木県は地域と職域の連携がわりに盛んな地域
であり、いい関係づくりができていると思います。
「相談対応及び円滑な個別調整支援」では、「患者
である労働者と事業者双方の立場で考えられる中
立性」が私たちに求められています。一方で「思い
に寄り添う感受性」がとても大事だと思います。
「当事者に内在する自己決定力や調整力を活かす」、

まとめ

「多職種で検討したことで事例のとらえ
方が深まった。」「職種が違うと同じ問題
でも違う視点があることに気づき参考
になる。」「一人で考えるより対応策が広
がる。」「事例を学ぶこと自体が勉強にな
る。」というような様々な声が寄せられ
ています。
交流会は栃木労働局のご協力を受け
て開催していますが、「様々な立場の方
と両立支援の課題を共有できた。」「各会
社での困りごとがほぼ同じであること
を知り、自分も頑張ろうと気持ちが前
進。」「産保センターの役割を知った」「経験が少ない
ので現場経験のある方との交流で問題解決の参考
になった。」という声があがっています（表7）。
今年度になって事業場の両立支援コーディネー

表7

表8

両立支援コーディネーターのための
交流会・事例検討会の開催　〈参加者の声〉

まとめ

ターから産保センターへの相談や、病院の両立支援
コーディネーターと事業場の両立支援コーディネー
ターの連携事例なども1例ですがありました。

これは事業場、労働者である患者様双方の持ってい
る力をアセスメントすることが必要ということです。
そして「労災病院治療就労両立支援センターとも連
携し、両立支援コーディネーターの能力向上、互い
にネットワークを活用できる地域作りに貢献する」
ということだと思います。
これで私の発表は終わります。
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長野市民病院の取り組みと事例報告

長野市民病院は、長野県内に8つある地域がん診
療連携拠点病院（信大は県拠点病院）のうち、県最北
部の拠点病院です。県庁所在地、長野市（人口36万
人）にあり、地方独立行政法人で運営しております
（図1）。病床数は400床です。

図2は当院の両立支援体制です。「両立支援スー
パーバイザー」の肩書は院内呼称ですが、私が特定
社労士の資格を活かしてスーパーバイザーとして
両立支援コーディネーターを監修しています。コー
ディネーターの一人はがん看護専門看護師、もう一
人は医療ソーシャルワーカーです。看護師は「身体
的・精神的脆弱性の把握」を、医療ソーシャルワー
カーは「社会的脆弱性の把握」を主に担います。私
自身も患者さんの支援に当たっております。

長野市民病院の北原と申します。私は民間企業を
経まして、病院勤務は今年で29年目です。その内9
年は地域医療連携室におり、残り19年ほど人事畑
におります。社会保険労務士の資格は病院入職後5

はじめに－長野市民病院の概要

両立支援体制の概要と理念・目的

基調講演 ④

北原 啓祐地方独立行政法人 長野市民病院 がん相談支援センター 
特定社会保険労務士 両立支援スーパーバイザー 人事課長

年目に取得いたしまして、現在有資格は25年目、そ
の後、特定社労士を付記し、両立支援の従事は11年
になります。現在は、人事課長として医師の働き方
改革の対応等でも忙しくしております。

図1

図2
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図4ですが、がん拠点病院にとっての両立支援は、
「苦痛の緩和ケアの一部」と考えていいと思います。
緩和ケアのパイオニアであるイギリスのシシリー・
ソンダース先生の「トータルペイン」は、4つの苦痛
ペイン（精神的苦痛・身体的苦痛・社会的苦痛・人生
の意味に対する苦悩）からなります。私どもが行っ
ているのは社会的苦痛に対する緩和ケアであり、「身
体の苦痛は耐えられるが、社会的苦痛は耐えられな
い。社会的苦痛がいちばん苦痛だ」とおっしゃる患
者さんは多くおられます。

がん治療における痛みの緩和ケアはがん診断時
から行うことが今や一般的ですので、緩和ケアの一
つである両立支援も診断期から終末期までを通し
て行います（図5）。

図6は、がんの病期と主な治療を示したものです。

がん治療と緩和ケア

病期ごとの両立支援－個別・多様・広範性に富む相談内容に対応する支援

図4

図3

表1

図3は、がん相談支援センターです。きれいな環
境で個室もあります。

表1は当院の両立支援の理念と目的です。	
働くことは、「生きることそのものの糧」であり、
働くことで社会における役割を見出していた方が、
ある日急にがんのためにその役割を終えることは、
患者さんにとってアイデンティティが引きはがさ
れるような苦痛であり、心身の快復に大きな影響を
及ぼします。患者さんの社会における役割を失わせ
ないために、当院は社会的苦痛の緩和ケアの観点か
ら、がん診断時から終末期までを通して病期に応じ
た支援を行います。
スタッフとしてがん看護専門看護師、医療ソー
シャルワーカー、特定社会保険労務士を常勤で配置
し、支援チームとして患者さんと一緒に考えます。
ここでの主役はあくまで患者さんであり、具体的
には患者さんの「職場への説明力の向上」と「エンパ
ワーメント」をねらいます。

医療者（支援者）側から見ますと、診断期から慢性期
における支援は、おおむね今の仕事の維持が主たる
目的になります。人事の用語ではリテンションと言
います。動詞のリテインは「留まる」という意味で
す（図7、8、9）。
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仕事の維持支援に被せるように経済的支援が示
されていますが（図7）、サラリーマン（健康保険被保
険者）でしたら傷病手当金の支援が可能です。終末
期に近づきますと障害年金も選択肢となってまい
りますが、その前には再就職（リスタート）支援もあ
ろうかと思います。
リテンションには「病職連携（当院の造語。病院
と職場、産業保健総合支援センター（以下、さんぽセ
ンター）やハローワークとのリエゾン＝連携・協力）」
が必要です。相談内容は患者さんによって個別性・
多様性・広範性がありますので支援内容も様々です。
たとえば、乳がん患者AさんとBさんがおられる
としますと、支援スタート時の病期が異なります（図
8）。それぞれスクリーニングをかけてニーズを測り、
Aさんについては就労状況の把握とともに、まだ仕
事は辞めなくてよいという助言をし、一方のBさん
には、治療方針を決めていくにあたり、就労力を公
正に評価して判断しなければならない＝患者と医
療者との共同意思決定（シェアド・デシジョン・メイ
キング、SDM）が必要になります。片や、Cさんなど
は、がん診断時においてすでに病状が厳しく、就労
よりももっと大切なこととして家族や身近な方と
過ごされる時間が相対的に必要ではと提案せざる
を得ないこともあります。
支援者は、患者さんの相談ニーズ・具体的内容は

「時間とともに変化していく」という認識も必要で
す（図9）。どの時期においても、患者さんが自身の
状況を自ら言語化して職場に説明できるようにエ
ンパワーメントするということを支援の主眼に置
く必要があります。
「再就職前（まえ）支援」について付言しますと、私
どもが行ったことの中には、たとえば職務経歴書の
作成や推敲、面接の練習などもあります。がんをど
う話したらいいか（カミングアウトの問題）など、作
戦会議（と呼んでいます）を患者さんと行います。
当院は、終末期の患者さんを直接雇用したことも
あります。この方は車椅子で最後まで頑張って出社
され、当方に大変感謝のお言葉をいただきました。
残念ながら半年ほどで亡くなってしまわれましたが、
この患者さんは最後まで就労できる喜びを表明され、

図5

図6

図7

図8



43

④ 長野市民病院の取り組みと事例報告

部下としてお迎えした私はこの経験から非常に多
くのことを学びました。ただしこれは特殊な事例で
あり、標準的な再就職支援とは言えません。

図9

図10

図11

リテンション（在職）を長く延ばすには、「病職連携」
が有用です。繰り返しになりますが病職連携は私ど
ものオリジナル用語です（図10）。
リテンションを病院と職場の方とで一緒に考え
ましょうと、コロナ禍の5年前に会社の企業経営者
や人事担当者を直接病院にお呼びして、両立支援セ
ミナーを開催いたしました。当時はまだZoomな
どはありませんでしたので（当方からの出前も含め
て）170社ほどでしたが、直接対面で対話ができ、非
常に熱気を帯びた意見交換ができました。
これをきっかけに失効有給休暇積立制度や短時
間勤務制度を導入された企業もあり、あいにくコロ
ナで中断してしまったのが残念ですが、当時はマス
コミでも注目され、NHKにも「病職連携」を大きく
放映していただきました。これが全国的な標準語に
なればよいので、ぜひ厚労省でご検討いただければ
と思います（図11）。
このセミナーを通じて当院が企業側から学んだ
ことが二つありました。一つは、がんという疾病に
ついて知らないので一から教えて欲しいというニー
ズが企業側にとても強いということでした。
二つめは、ある方が発言されたのですが、「最近は
医療機関側が両立支援で盛りあがっていますが、会
社側の固有事情を考慮せずに、医療機関やコーディ
ネーターの方が一方的に両立を押しつけないでく
ださい」という注文をいただいたことです。
労働契約の主役（当事者）はあくまでも会社と本
人です。会社には採用の自由が、本人には就職の自

「病職連携」について

由がある（契約自由の原則）ところに第三者が立ち
入る際は、第三者は細心の注意を払わねばなりませ
ん。
両立支援、あるいは両立支援コーディネーターの
ゴールは、本人の病状の個別状況にもとづいて就労
力を公正に判断して、会社と本人の双方が納得でき
る対応を生み出すことに尽きますので、この方から
はあらためて貴重なご意見をいただいたと感謝し
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ております（表2）。

表2

表3

表4

事例報告をいたします（表3）。二つありますが、
治療期の維持期の成功事例は、これまで多数ご報告
されていると推察いたしますので、あえて終末期の
患者さんに焦点を当てます。冒頭、当院の両立支援
の理念は、患者さんの社会における役割を失わせな
いことと申しあげましたが、最初の事例は、仕事を
手放していただく（リテンションと逆方向の）支援
事例を紹介します。これは当院と職場とさんぽセン
ターの三者連携の好事例でもあります。
二つめは終末期に寄り添う、緩和ケアとしての障
害年金の請求支援です（表4）。私は、がんの患者さ
んの障害年金は拠点病院で代行して手続きを完結
することが真に意義のある支援だと考えますが、実
際には障害年金という制度に患者さんがなかなか
たどり着けない現実に警鐘を鳴らし、障害年金請求
支援の意義を説明したいと思います。

Aさんは、50代男性で、民間企業の役員でした。
初回相談は初診から１ヵ月後で、病名は神経膠腫、
当時の予後は1年半程度でした（表5）。
初回面談は本人と奥様、妹様、看護師、MSWの両
立支援コーディネーター、常勤社労士（スーパーバ
イザー、以下SV）の私の3人で対応しました（表6）。

事例報告－終末期のがん患者さんに焦点をあてて

事例１

本人は社長の意向、部下への指示など、仕事のこ
とが大変気がかりな様子で、同時にふがいない自分
という悲嘆の感情も表出しておられました。子ども
たちの学費のことなど、金銭に関係した不安が強く、
本人にとって社会的苦痛（ソーシャルペイン）が一
番の苦痛であるご様子でした。
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表5

表7

表6

表8

私は「役員報酬を減額したり役員を解任するには、
取締役会・株主総会の決議が必要なため、治療中を
理由にして、まだ在任する意思があることは明言し
ていた方がよろしいのではないでしょうか」と助言
申し上げて、患者さんに落ち着いていただきました。
8ヵ月後に3回目、4回目の相談です（表7）。
3回目相談は、本人、奥様、がん看護専門看護師
コーディネーターと私、4回目からはさんぽセンター
の両立支援促進員社労士が介入しています。役員報
酬は満額受給継続中で、会社総務からいよいよ出社
要請がありましたのは明らかに退職勧奨が目的と
思われました。
本人は、家庭の経済的事情から、離職後の生活保
障の提案が会社側から欲しい、とおっしゃっていま
した。会社に対する思い入れが強く、まだ辞めたく
ないと思う反面、運転通勤ができないこと、主治医
からも医学的に病状が進んでいるので家族との時
間の方が優先的に大切ではないか、と言われたこと
などから、動揺されているとともに理解能力も徐々
に低下しておられるご様子でした。
私は、辞任意思がない限り進んで辞任要請に応じ
る義務はないという原則論を伝えつつ、本人の揺れ
動く気持ちに共感を示し、一方でここはさんぽセン
ターの促進員さんの出番だと思いまして、具体的介
入目的を依頼しました。ご本人も納得して、促進員
さんに入っていただくことについて会社の総務に
打診したところ、「当方も非常に悩んでいたところ
なので是非いらしてください」と快諾されました。
促進員さんは若い社労士で、私と共通の言語で話
ができましたので当方との意志疎通は非常にスムー
ズでした。促進員さんが陪席（患者さん本人が主役）
された報告によりますと（表8）、「3ヵ月後の取締役
会で役員を解任する旨は、数ヵ月前にすでに本人に
話はしてあり、前回の議事録も本人に渡し済みだっ
た」との事実が分かりました。本人は全く覚えてお
らず、促進員さんの介入のおかげで、事実確認とス
ムーズな意思疎通が図られ、本人は仕事を手放すこ
とについてようやく決断される方向に事態が動き
ました。
この会社は本人への敬意と配慮を示され、永年の
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労をねぎらって相応の退職手当の支給と、顧問契約
の提案もなされました。　
このケースは、本人の気持ちに寄り添いつつも、
病状を鑑みて各当事者間の連携による最終解決（＝
リテンションではなく、就労力を公正に判断した上

で、仕事に対する患者さんの執着の解放を図る）が
なされました。数ヵ月後、永眠されてしまいましたが、
ご遺族よりコーディネーターらの介入に対して心
からの感謝のお言葉をいただきました支援事例です。

最後に緩和ケアの一助としての「障害年金」をテー
マにした事例をご紹介いたします。
Bさんは、40代女性、既婚、子どもなし、仕事は
パートタイマーで職歴20年、子宮がんでした（表9）。
初回相談内容はがん「障害年金」の受給可能性に
ついてでした（表10）。
夫は定年退職後パート再雇用で本人より収入が
低く、世帯として生計維持が厳しく、さらに患者さ
んご自身は国民年金保険料の未納も心配しておら
れました。
本人はお若いにもかかわらず「長生きすると、お
金がかかりますね…」とつぶやかれたことが非常に
私の心に残り、当院で迅速な手続支援を行なうこと
を決め、病状が厳しくなった際の手続支援を本人と
お約束いたしました。	
当方はカルテから病歴を参照して「申立書（案）」
を準備作成し、本人から委任状をもらい、本人の代
理人として「申立書（案）」を携えて市窓口へ赴きま
した。それをもとに病歴を説明しましたところ、請
求キットを直ちに交付してくれました。
本人は1ヵ月後に緩和ケア病院への転院が決まり、
その際の相談内容は「退職したい、何と職場に申し
出たらいいか」という内容でしたが、このケースは
本人と上司との間で十分な信頼関係が醸成されて
いるので、私やさんぽセンターが直接介入するので
はなく、本人の説明力を高めた方がいいと判断いた
しました。円満にお別れするための具体的な助言を
いくつか授けるとともに、疾病性（プライバシー）の
カミングアウトについては進んで開示する義務は
ないこと等もあらためてお伝えしたところ、本人は、
十分にご理解され、職場を円満にご退職されました
（表11）。

事例２

表9

表10

表11
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表13はまとめです。
医療者側から見た両立支援は、退職させないこと

（リテンション）にとどまらない広い概念＝社会的
苦痛の緩和ケアです。つまり両立支援は、病期に応
じたふさわしい支援が色々な当事者で連携協力さ
れ、継続的に総力戦で行なわれることが理想的です。
患者さんの個別性はありますが、その際、病院と職
場のリエゾン、「病職連携」は要です。ただし主役は、
労働契約の当事者である会社と本人であることを
忘れてはなりません。
また、患者さんの就労力は病期に応じて公正に評
価されなければなりません。終末期は必要に応じて
就労を手放すことを見据えていただくよう支援す
ることも、両立支援に含まれます。
最後に、障害年金請求支援はがん患者にとって有
用な緩和ケアです。病院の支援スタッフによる迅速
準備・院内完結が本来あるべき支援です。医師を含
めた医療者の研鑽・習熟がますます期待されていま
す。
『日経メディカル』8月10日号にタイミングよく「障
害年金を知らない医師」という特集がありました。
当院では、院内医師に向けた障害年金の勉強会も予
定しています（表14）。

まとめ

障害年金の話に戻りますと、障害年金の請求は生
きるための希望であり、受給決定が仮に間に合わな
くても、本人には請求行為自体、すなわち病歴を振
り返って過去から現在に至るまでの自身の苦悩の
道程を整理する作業が癒やしとエンパワーメント
になります。
障害年金請求の希望意思を最終確認し、本人自ら
ですと数ヵ月かかってしまう必要書類の受領、申立
書の作成、診断書手配等を院内でスピード感を持っ
て、院内完結することが支援者に求められます（表
12）。
この方も最終的には転院先の緩和病院で、静かに
息を引き取られましたが、がん患者さんの障害年金
の支援については多くの拠点病院は制度の説明支

表12

表13

表14

援で終わっているのが現状ではないかと思います。
病院のスタッフが頑張って、患者さんに寄り添うス
ピード支援（できるだけ手続支援まで）を行ってい
ただきたいと思います。
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当院広報誌『あした天気になあれ』88・89号では、
連載でがんの障害年金を特集いたしました（図12）。
申立書の下書きにつきましては、医療スタッフ、特
に医療ソーシャルワーカーにエールを送りたいです。
「患者さんに真摯な関心を寄せて寄り添い、共に
歩みます」(Not	Doing、but	Being)は、ソンダース
先生の緩和ケアの理念です（図13）が、患者さんに
押し付けがましく何かをしてあげるのではなく、「患
者さんに寄り添わせていただく」という気持ちを忘
れないように、心掛けたいと思います。
空気がおいしく、爽やかな信州にどうぞお出でく
ださい。
ご清聴ありがとうございました。

図12

図13



49

東京労災病院における両立支援の取り組み

⑤ 東京労災病院における両立支援の取り組み

東京労災病院の外科の神山と申します。私は外科
医ですが、治療就労両立支援センターの仕事もさせ
ていただいております。先日は両立支援コーディネー
ターの基礎研修を受講し大変勉強になりました。
東京労災病院ですが、23区のもっとも南側にあ
り（図1）、羽田空港が非常に近く、病院から羽田空
港が見えます。地域の特性として、図2にあるよう
に羽田空港や非常に大きな物流施設がありまして、
企業規模は小規模･零細事業場が大半です。金属加
工の工場が非常に多い地域です。
東京労災病院は1949年に京浜工業地帯の勤労者
のために開設され、病床数は400床で、内科、外科等
のほぼ全ての診療科があり、手術や放射線治療にも
対応していて、東京都がん診療連携協力病院や紹介
受診重点医療機関の指定を受けています。また、地
域の救急医療機関として救急患者さんの受け入れ
を積極的に行なっていますので、何卒よろしくお願
いいたします（図3）。
それでは、表1のような内容でお話ししていきます。

はじめに

基調講演 ⑤

神山 博彦独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 治療就労両立支援センター 
両立支援部長

図1

図2

表1図3

東京労災病院

東京労災病院

東京労災病院
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東京労災病院の治療就労両立支援センターは
2014年にモデル事業として両立支援を開始してい
ます。院内に両立支援コーディネーターが常駐して
おり、医療ソーシャルワーカー、臨床心理士、作業療
法士、管理栄養士、保健師がそれぞれの専門性を活
かしながら支援に当たっていけるように万全の体
制を整えています（図4、5）。
われわれは外来、入院を問わず両立支援を行なっ
ていますが、常時7、80例ぐらいの患者さんの支援
を抱えながらやっています（表2）。
両立支援コーディネーターの役割には非常にた
くさんのものがあります。患者さんは「病気になっ
たけれど仕事はどうしようか」、「誰に相談すればい
いのか分からない」というお悩みがあると思うので
すが、両立支援コーディネーターが専門的な知識を
持っていますので、ぜひご相談していただき、こち
らでお手伝いさせていただければと思います（図6）。
両立支援コーディネーターに相談していただける
ということは、実務的なことも非常に重要なのです
が、患者さんにとっては、病気の不安がある中で、仕
事のことを相談できる窓口があるということが非
常に重要だと思っています。

東京労災病院の取り組み

図4

図5

図6

病院の両立支援コーディネーターの役割

表2

東京労災病院 治療就労両立支援センター



51

⑤ 東京労災病院における両立支援の取り組み

私どもは治療就労両立支援センターとして、勤労
者医療フォーラムなどを通じて両立支援を知って
もらうことは非常に大事なことだと思っています。
また、区などを通じての広報、地域医療機関への広
報や協働、両立支援に関する研究や学会発表などを
したり、労働者健康安全機構のコーディネーター養
成講習会の講師やマニュアルの作成などしていま
す（表3）。
院内での取り組みとして、コーディネーターが院
内の多職種カンファレンスに参加しています。そこ
で患者さんの病状や社会的な背景の中でその方が
仕事に復帰できるかどうかについての検討をして
います。またコーディネーターに限らず、院内のた
くさんの職員に両立支援について知っていただき、
アンバサダーとなって患者さんにこういう相談窓
口があるから両立支援センターに相談に行くこと
をお勧めしていただくようにしています。
やはり大事なことは、患者さんの就労状況を把握
することが第一歩になりますので、私どもはそれを
必ず把握するように努めています（表4）。

図7は、昨年度の東京労災病院の事例のまとめで
す。がんが多いのですが、労災病院ということもあ
り整形外科疾患などが多くなっています。その他は
メンタルなどです。
支援内容をまとめさせていただきますと「治療継
続と働き方の相談」と「支援制度等の説明・手続き」
が多くなっていますし、次に患者さんが抱える「ス
トレス・不安への対応」も支援内容として多くなっ
ていて、これも重要なことだと思います（図8）。

表3

表4

図7

東京労災病院での昨年度の事例

図8

東京労災病院での支援内容
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図9は昨年度のまとめです。半数以上の方は「原
職復帰」していて、「休職中」が22％、「退職」された
方は2割弱おられたのですが、両立支援の介入をさ
せていただいた後に退職されてしまっても、その方
は相談して支援を受けたうえで納得してそうなる
ということですので、そのプロセスは非常に大事だ
と思います。

図9

東京労災病院での復職転帰

表5は、病院での両立支援の一例ですが、患者さ
んが化学療法を受ける時に想定される副作用があ
るので、その間に両立支援コーディネーターと相談
して化学療法中の業務内容の軽減を提案させてい
ただき、治療と仕事を安心して続けることができた
という事例を紹介しています（表6、7、8）。

病院での両立支援の一例

表6

表7

表8

表5
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図11

両立支援の疾病別割合

図12

両立支援介入後の復職率

図13

主な疾病の復職までの日数

図10

この方は復職されたのですが、われわれの両立支
援は復職されて、それで終りということではなく、
その後も外来の通院が続いていきますが、その外来
の通院の都度、治療就労両立支援センターに寄って
いただきお話しをうかがって、この両立支援は続い
ていくということになります（図10）。

全国の労災病院においても同じように院内の両
立支援コーディネーターが配置されていて支援を
行なっています。全国の労災病院の2022年までの
実績で2,800例ほどの両立支援のデータがあります。
「脳卒中」「がん」がやはり多くなっていて、以下「整
形外科疾患」「糖尿病」「循環器」などとなっています
（図11）。
今は労災病院では疾病に限らず、どのような患者
さんにも両立支援を行なっています。不妊治療や難
病とか神経疾患なども増えてきています。

図12は復職率ですが、全体として両立支援の介
入をさせていただき復職された方はだいたい7割ぐ
らいで、事例数の多いがん疾患も7割ぐらいです。

図13は復職にかかった日数なのですが、中央値
でだいたい1ヵ月強ぐらいになっています。

全国の労災病院における両立支援
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それでは病院で両立支援をやることの効果があ
るかどうかですが、平成30年度患者体験調査報告
書ではがん患者さんの離職率は19.8％です。全国
労災病院の集計では両立支援の介入を受けた患者
さんの離職率は9.8％です（表9）。直接比較できる
数字ではないかもしれませんが、効果はあるのでは
ないかと私は考えています。
また、がんで離職された方の56.8％が「初回治療
開始前」と平成30年度患者体験調査報告書とあり
ますが、全国の労災病院では、「支援介入後30日以
内」に離職された方はおられませんでしたので、こ
れも両立支援介入後の効果なのではないかと考え
ています（表10）。

表9

両立支援介入の効果（がん）

表10

両立支援介入の効果（がん）

図14

アンケートにお答えいただいた方の属性

図15

アンケートにお答えいただいた方の業種

ここからは私の研究の報告です。日本の企業の
99％は中小企業です。従業員数で考えても70％は
中小企業の方がたです。ただ、中小企業における両
立支援は大企業と違って大変だと思います。私は
中小企業や、その従業員の方が取り残されることが
ないようにしなければならないと考えていまして、
2022年から調査研究を行なっています。東京都や
大田区でアンケートを行ないました。
ｎ数は中小企業が43、大企業が58です（図14）。
図15は業種です。

中小企業にとっての両立支援に関する調査研究
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図16

病気の従業員がいる・いたという方
「病気の従業員の方がいる・いた」という割合は、
平均で84％で、中小企業は65％、大企業は98％で
した（図16）。
「何らかの支援があれば仕事を続けたい・続けて
ほしいと思われますか？」という質問をしましたが、
中小企業は77％、大企業は91％が「続けたい・続け
てほしい」という回答をしています。中小企業では
21％の方が「どちらとも言えない」と回答されてい
ました（図17）。
「治療と仕事の両立支援は必要でしょうか？」と
いう質問をさせていただきましたが、中小企業では
「必要」と回答された方が51％、大企業では81％で、
中小企業でやや少なく、中小企業ではそのほか「分
からない」と答えた方が多くなっています（図18）。
両立支援の認知度ですが、中小企業は大企業に比
べてやや低いという結果になっています（図19）。

図17

何らかの支援があれば仕事を続けたい・
続けてほしいと思われますか？

図18

治療と仕事の両立支援は必要でしょうか？

図19

治療と仕事の両立支援を知っていますか？
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両立支援コーディネーターの認知度は予想より
も低く「知っている」の回答は、大企業で36%、中小
企業は16％でした（図20）。
産業保健総合支援センターの認知度は、さらに低
くなっていました。（図21）。
やや違った形の質問をさせていただきました。病
気になった方が「病前のパフォーマンスの何％なら
復帰したい・してほしいか？」という質問です。
それから「病前のパフォーマンスの何％なら仕事
を辞めてもやむを得ないと考えますか？」という質
問をさせていただきました。復帰に関しては、中小
企業は、パフォーマンスが63％なら「復帰したい・
してほしい」で、大企業は65％でした。そして、パ
フォーマンスが40％を割り込んでしまったら辞め
てしまってもやむを得ないと感じるということで
した（表11）。これは中小企業、大企業で集計しても、
雇用者・被雇用者で集計しても同じ数字でしたので、
病後のパフォーマンスと復職や離職に対する皆さ
んのイメージはこの数字で一致しているのかと思
いました。
「両立支援はどこで受けられるのが良いでしょう
か？」という質問ですが、「病院」や「会社」がもっと
も多くなっていましたが、中小企業では「会社」とい
う回答が比較的少なく、大企業では「会社」という回
答が多くなっています。私はコロナ禍にあって「オ
ンライン」で相談が受けられるようにならなければ
いけないと考えていましたが、「オンライン」という
希望は意外にも低いものでした（表12）。

表11

職場復帰や退職に対する
就労者自身のイメージ

表12

どこで両立支援が受けられるのが
良いでしょうか？

図21

産業保健総合支援センターを知っていますか？

図20

両立支援コーディネーターを知っていますか？
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表13

両立支援に必要なものは何でしょうか？
「両立支援に必要なものは何でしょうか？」とい
う質問ですが、「両立支援の知識」という回答がもっ
とも多くなっていました。そのほか「公的制度」や「社
内制度」も多いのですが、傾向として中小企業は大
企業に較べて「社内制度」よりも「公的制度」を求め
る回答が多くなっていると思いました（表13）。
全国の産業保健総合支援センターでの両立支援
については、認知度があまり高くなかったのですが、
皆さんの期待もあるようなので、こうした情報を活
用していただければと思います（表14）。
私の調査研究の今のところの考察です（表15）。

一点目は企業が必要としているのは両立支援に関
する知識であるということでした。私どもとしまし
ては、両立支援に必要な知識の普及活動をさらに強
化していかなければならないと考えています。
二点目は、大企業と違って、企業内で両立支援を
行うことに自信が持てる中小企業は少ないという
ことだと思います。これに関しては、中小企業では、
自社以外の資源に頼ってもらうべきだと思います。
私どもは企業の両立支援の相談にも応じています
ので、気軽にお声掛けをしていただけるとありがた
いです。
また中小企業には負担が大きすぎるという部分
では、今後の公的な支援の施策についても期待した
いと私は考えています。
最後になりますが、患者さんにとっても企業にとっ
ても、人事担当の方にとっても、他の医療機関の方
にとっても窓口になってお役に立ちたいと思って
いますので皆さま方はお困りの際はぜひ東京労災
病院の治療就労両立支援センターにお声かけくだ
さればと思います（表16）。
ありがとうございました。

表14

産業保健総合支援センターについて

表15

調査研究の考察

表16

おわりに
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医療機関等における両立支援の取り組み
—座長を終えて

今日は栃木県、長野県、東京都の産業保健総合支
援センターや病院から、また、産業保健専門職（保健
師）、社労士、医師という職種からと様々な角度で貴
重な事例や活動状況、アンケート結果を発表してい
ただきました。
栃木産業保健総合支援センターからは事業場、勤
労者、健保組合、がんサロンなどへの地道なたゆま
ぬ啓発活動で、相談件数が徐々に増加したことをご
発表していただきました。
長野市民病院からは、がん患者さんの「社会的苦
痛」ヘの支援内容が、仕事の維持から傷病手当金に
よる経済的支援、さらに障害年金、再就職支援など、
病気によって様々であるということを報告され、と
くに終末期には離職に伴って支援することも重要
であるというお話しでした。東京労災病院からは多
くの支援例から疾患別の復帰率や介入の効果を発
表していただきました。とくに中小企業と大企業の
両立支援の認識の差や各勤労者の離職のタイミン
グの差などは、今後の両立支援の活動に非常に参考
になると思われました。

独立行政法人 労働者健康安全機構 特任研究ディレクター　嶋田 紘

基調講演③ ⑤〜

私はこの両立支援の事業に当初から参画させて
いただいていますが、両立支援コーディネーターの
知識や技術の向上、さらに企業、病院、産業保健総合
支援センターの積極的な参加によってこの事業は、
大変充実、拡大してきたと思っています。
さらに、勤労者の高齢化で今はもう70歳でも働
くようになっていますので、それに伴いましてこの
事業は、ますます必要になるのではないかと思って
います。地域の色々な支援事業がお話しされました
が、日本の社会も昔は地域社会の力が非常に強かっ
たと言われますが、近代化に伴いまして、世界でも
目立って地域の社会力と言うのでしょうか地域力
の結びつき、コミュニケーションが大変弱くなった
と言われています。
この両立支援の活動を切り口にしまして、再び地
域社会の力である「共助」と言うのでしょうか、とも
に助けるというような強い社会になることを願い
まして、第二部を終わらせていただきたいと思いま
す。
どうもありがとうございました。
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第三部 パネルディスカッション
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加藤 宏一
独立行政法人 労働者健康安全機構
東京労災病院
治療就労両立支援センター 
両立支援部長

パネルディスカッション

● 加藤　事前にいくつか質問をいただいています
のでそれにお答えいただく形でディスカッション
を進めていきたいと思います。
早速ですが最初の質問です。院内連携と病院内の
両立支援を行なうに当たってのモチベーションと
いうことについてです。
北原さんと神山さんにお答えいただきたいと思
います。まず北原さんにお願いします。

● 北原　この方は手を尽くしたつもりだけれどな

かなか院内で両立支援をやっていこうという機運
が育たないことがお悩みとのことです。
院内の機運を上げていく、理解を求めていくのは
なかなか根気のいる仕事だと思います。当院も最初
は「いったい何をやっているのだろう？」という感
じで見られていたと思いますが、ひとつは外に向け
て、先ほどご紹介いたしましたが、「企業と病院で両
立支援を考えてみよう」というイベントを企画して
から、周りの見る目が変わってきて、機運も盛り上っ
ていったように思います。

－安心して働き続けるために－

● 司  会

● パネリスト

院内連携とモチベーションの上げ方

大久保 茂忠
株式会社リサイクル・ネットワーク
代表取締役

戸石 輝
厚生労働省 健康・生活衛生局
がん・疾病対策課 相談支援専門官

髙橋 由紀子
独立行政法人 労働者健康安全機構
栃木産業保健総合支援センター
産業保健専門職

神山 博彦
独立行政法人 労働者健康安全機構
東京労災病院
治療就労両立支援センター
両立支援部長

北原 啓祐
地方独立行政法人 長野市民病院
がん相談支援センター
特定社会保険労務士
両立支援スーパーバイザー 人事課長
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● 加藤　それでは続いての質問です。再発や担が
ん症例の両立支援について質問がありました。体験
した事例があれば簡単に報告いただきたいのです
が北原さん、それから神山さんにお願いします。

● 北原　再発患者さんや担がん症例については、
就労力を公平に評価することが大事だと思います。
会社側にもできることとできないことがあるはず
ですから、お互いに情報をすり合わせて「折り合い
をつける」ことが再発・担がん症例の支援のポイン
トになろうかと思います。また終末期の事例は先ほ
どお話ししたようなことを参考にしていただけれ
ばと思います。

● 神山　一口に「がん患者さん」と言いましても病

状の重い方とそうではない方がいらっしゃると思
います。もちろん病状の重い方の職場復帰は困難だ
ろうと思います。両立支援の基本になるのは正確な
情報の共有になると思います。病状についてどこま

再発･担がん症例について

それから、これは私の個人的なことですが、「情熱
はすべての仕事のエンジン」だと思います。私はが
ん拠点病院が院外の社労士と連携するということ
に対して、「門外漢の社労士の先生に来てもらって
いったいどうするのか（＝自分がやらねば）」と情熱
に火がつきまして、これがエンジン（モチベーショ
ン）になりました。それ以来、自分たちの患者さんは、
自分たちでケアをしていきたいと頑張ってまいり
ました。
皆さん方はどうされたらよろしいかですが、外に
向けてイベントを企画したり、継続的にそれらを実

施して、理解を求めていくことをお試しいただくと
よろしいかと思います。

● 神山　病院で両立支援を行なってもなかなか評
価されないところもあるかと思います。私の講演で
発表させていただきましたように病院で取り組む
ことによって必ず効果が出ると考えていますので、
患者さんのためを思って何とか頑張っていただき
たいということとやはり院内の多職種カンファレ
ンスに両立支援コーディネーターが参加していく
ことは大事だと思いますし、おそらく病院では多く
の場合は1人ではなくチームを形成されると思うの
ですが、チーム内で両立支援コーディネーターの基
礎研修を受けるとか両立支援指導料の算定を増や
していこうというような目標を持ちながら日常か
らお互いの努力に目を向けていっていただければ
と思います。

● 加藤　ありがとうございました。先ほど北原さ
んの発表にもあったのですが、院内の広報誌なども
効果があると思います。



62

第三部 パネルディスカッション

● 加藤　いつまで働くかということも非常に大き
な決断がいると思います。次の質問です。中小企業
における治療されている従業員、企業、担当医との
連携の成功事例、失敗事例、およびポイントなどが
ありましたら教えてくださいという質問です。これ
に関しましては大久保様と髙橋様からお答えいた
だけますでしょうか。

● 大久保　当社の今回の発表事例ですが、非常に
まじめな社員でした。本人は「組織のリーダーであ
りながら一線を退く、会社に迷惑をかけてしまい申
しわけない」という気持ちがすべてでして、「これ以
上会社に迷惑をかけたくない」という日本人特有の
ものかもしれませんが、「とにかくこれ以上会社に
迷惑をかけられない」という思いが最初でした。し
たがって、「病院などの方はすべて自分でやります」
ということで、「お見舞いなどは結構です」というこ
とでしたので、結論から申しあげますと担当医の先
生とのコミュニケーションはいっさいしなかった
というのが実情です。プライベートな部分に踏み込
んでこないでくれという意味合いではなかったと
思うのですが、「そこは大丈夫です。僕の方でやりま
す。」というようなきっぱりとした意思があったと
いう状態です。

● 加藤　病名に関しては周りのスタッフの方には
お伝えしていたのでしょうか。

● 大久保　はい。病名に関しましては、おそらく長
いこと休むことになるだろう、休職をとるだろうと
いうことで、何も言わないで自分だけが休むという
のは、彼の中では認められない部分でしたので、ど

ういうがんでどこまで話したかは分からないので
すが、自ら自分の部署に話しをしていました。

● 加藤　ありがとうございます。髙橋様お願いし
ます。

● 髙橋　成功・失敗事例ということなのですが、私
どもと言うよりは会社さんの方で、社員を大切にす
るという文化、経営者の考えがあるところでは、経
営者の方のフットワークも軽く、当センターにご相

中小企業における両立支援連携の成功･失敗例について

で共有することを患者さん本人が望んでいるか、ま
たどこまで職場の方と共有できるかによって支援
の密度は変わってくると思います。ご本人が了承さ
れているのであれば、再発していて根治はなかなか
望めないのだということを情報共有されれば密度

の濃い調整ができると思います。また、自営業の方
で面談していくうちに十分に納得されて廃業され
た方もいらっしゃいます。両立支援は職場復帰のみ
が目標ではなく、働く方の思いを聞く機会としても
大事だと思っております。
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● 加藤　ありがとうございました。次の質問ですが、
両立支援に活用できる社会資源ですが、これはかな
り範囲が広いと思うのですが、まず戸石様から一般
的な社会資源についてお話しいただき、そのあとに
北原様に先ほど話された障害年金の申請などにつ
いて教えていただきたいと思います。

● 戸石　活用できる社会資源ということで、先ほ
どの皆さまのご発表にあった傷病手当金や障害年
金というもの、また私の方で説明させていただいた
ガイドラインや、説明はできなかったのですが、『仕
事とがん治療の両立お役立ちノート』も作成してい
て、その中に制度や社会資源について記載をしてい
るのでご覧いただきたいところですが、たとえば傷
病手当金でも障害年金でも誰でも使えるというわ
けではなく、ご本人の就労状態や病状によって使え
る制度は変わってくるという状況があります。した
がって、そういう社会資源を活用していきたいとい
うことでしたら産業保健総合支援センターやがん
診療連携拠点病院等の相談支援センター、あるいは

医療機関等に最近は社会福祉士がかなり多く配置
されてきていますので、そういう方の活用や、ある
いは北原さんのような社会保険労務士もおられる
病院や企業がありますので、そういうところに相談
していただくことが重要だと思っています。また、
この質問をされた方が医療機関の方であっても、も
ちろん産業保健総合支援センターにも相談できま
すし、がん相談支援センターに関しましては、がん
診療連携拠点病院ではない医療機関からの相談を
受け付けるという役割もございますので、患者さん
やご家族だけではなく医療従事者の方に関しても
必要に応じて、ご活用いただければと考えます。

● 加藤　「どこからでも、気軽に質問してほしい」
ということですね、ありがとうございます。それで
は北原さんお願いします。

● 北原　障害年金にあらためてポイントを当てて
お話ししたいと思います。傷病手当金から障害年金
というのは一連の連続性があるセーフティーネッ
トです。傷病手当金はハードルが低くどこの医療機
関でも対応できますが、傷病手当金は1年半で終わっ
てしまいます。障害年金からみますと初診日から1
年半が障害年金の認定日であり、公的保障制度とし
てはそういう連続性があるということをまずご認
識いただきたいと思います。
ただし障害年金は、内部障害に対する認定の難し
さというのがありまして、目に見える、永久ストー
マ装着のような外部障害なら問題なく受給決定さ
れるのですが、例えば化学療法の副作用に伴う全身
衰弱などは厳しい審査となります。ただ、可能性は

活用できる社会資源

談に来ていただいたり、病院に来ていただいたり、
また受け入れてくれたりすることが起りやすいと
いうようなことを実感しています。
失敗と言いますか中小企業さんでは、私傷病の休
職制度がない会社さんがけっこうあります。そうな
りますと有給休暇をすべて使ったあとに仕事は欠勤、

それが終わるころにご相談になると支援が始めら
れないことがありますので、やはり事例対応は早期
からというのが大事だと思います。そのためにはこ
の、「治療と仕事の両立支援」というワードだけでも
知ってもらうことが重要だと思います。
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● 加藤　ありがとうございました。産業保健総合
支援センターと医療機関の具体的な連携について
の質問なのですが、これは非常に大事だと思います。
まず戸石様から行政的な視点からお話しいただき、
髙橋様、北原様からご自身の経験をお話しいただけ
ますか。

● 戸石　医療機関と産業保健総合支援センターと
の連携は非常に重要であると考えています。産業保
健総合支援センターの役割に関しましては、髙橋様
からのご発表で非常に詳しくご説明いただいたと
ころなのですが、やはり両立支援に関する普及啓発
や相談支援をしていただく機関になります。北原さ
んのご発表でもありましたが、医療機関が労務や企
業の中には踏み込みにくいことは多々あると考え
ています。そこで医療機関と企業をつなぐ役割は非
常に大きいと思いますので、もちろん個々のケース
で相談していただくことは重要で、その個々の相談
をしていくためにも普段からどういう形で連携が
できるのかという体制づくりを、先ほどの髙橋さん
の発表の中でも出張相談の話があったと思いますが、
やはりそうした事前の体制づくりが非常に重要に
なってくるのではないかと思います。まずはコミュ
ニケーションをとっていただく、そういうところか
ら始めていただければと思います。

● 髙橋　出張相談を入口に個別調整支援に入って
いくことが多いですから、職場に出向いて両立支援
に一緒に取り組んでいただく入口にしていく。その
うえで医療機関で相談を受けているということは、
病院側と情報共有をしているということに価値が
ある、それが非常に大きいです。患者様も両方に相
談できるという安心感が大きいと思います。
栃木産業保健総合支援センターでは協定を結ん
でいる医療機関以外でも、患者様、労働者様からの
ご相談を契機に5ヵ所の医療機関と連携した事例が
あります。まず患者さんからご相談があって、どち
らの医療機関に通院されているのかを聞き、通院先
の地域医療連携室等に連絡させていただきます。「両
立支援は知らない」という医療機関もけっこうある
のですが、連絡をしたすべてのところから「来てく

産保センターと医療機関の連携

あり、また2級、1級は厳しくても3級でしたら年金
をもらいながら働くことも可能です。そのため、障
害年金を、特に医療機関の先生方、医療ソーシャル
ワーカーにはますます習熟していただき、患者さん
の力になっていただきたいと思います。
患者さんは制度を理解しておられません。がん相
談支援センターでさらに啓発する必要があると思
いますが、その先の具体的手続支援に患者さんが辿
り着きにくいとすれば（病院スタッフの仕事ではな
いと認識されてしまうのであれば）、全国の拠点病
院の課題だと思います。
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● 戸石　皆様の基調講演で本当に具体的な事例を
聞くことができて大変勉強になったと思っています。
今回、私の話を含めて聴いていただいた皆さまにと
いうことでは、われわれは各企業や労働者ご本人様
に、産業保健総合支援センターと医療機関の連携等
の様々な形の両立支援があるということを知って
いただきたい、両立支援コーディネーターという職

種がどんどん拡がっていることを知っていただき
たいと思います。「治療と仕事の両立支援」という
言葉自体は、医療機関や企業でも少しずつ浸透して
きているとは思ってはいますが、言葉だけではなく
て中身を拡げていくという質の部分もこれからは
非常に重要になってきて、これからどのように進め
ていくかということが本当に重要になってくると
思います。産業保健総合支援センターやがん診療連
携拠点病院等のがん相談支援センター、ソーシャル
ワーカー、社会保険労務士とのつながりというもの
を今後作っていき、体制づくりができるように、厚
生労働省としても、様々な厚生労働科学研究なども
踏まえて、また有識者の先生方のご意見などもいた
だき、現場からのご意見もいただきながら検討して
いきたいと思います。今日資料として配られている
ものをもう一度ご確認いただき、「知っていただく」、
「体制を作っていく」というところを、ぜひご検討い
ただければと思っています。

両立支援に取り組もうと思われている方へのメッセージ

ださい」と言っていただいていますのでお邪魔させ
ていただき、産業保健総合支援センターの役割、治
療と仕事の両立支援について説明のうえ、そこから
先は協定を結んでいる病院と同じように病院側の
相談室をお借りして面談をしたりしながら進めさ
せていただくということをしています。その内の1ヵ
所が追加で協定を結ぶ形になりました。

● 北原　長野市民病院も長野産業保健総合支援セ
ンターさんと協定を結んでいまして、非常に心強い
パートナーです。いざとなったら産業保健総合支援
センターにご登場を願おういうことになっています。
今日の事例でご紹介いたしましたが、両立支援促進
員さんに来ていただき、私が会社に乗り込んでいっ
たら話がこじれてしまうようで躊躇する案件もお
願いできて、大変助かりました。
逆に産業保健総合支援センター主催の研修会に
私どものコーディネーター看護師が講師として行っ
たりするというように、お互いの交流で良い連携関

係になっていると思います。産業保健総合支援セン
ターにはますます期待して、ご活躍をお願いしたい
と思います。

● 加藤　ありがとうございました。それでは最後
に視聴されていてこれから両立支援をやろうとい
う方にメッセージをいただきたいのですが、戸石様
からお願いします。
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● 大久保　本日はどうもありがとうございました。
われわれのような小さな会社は、できるところは非
常に狭くて、何をやったらいいか分からないという
のが実情です。このようなフォーラムは「他の会社
はこういうことをやっているのか」、「これならでき
るな」という気づきを与えてくれる場でもあります
ので、事業経営者にもこうしたフォーラムをオープ
ンにしていただき、気軽にZoomで参加できるよ
うな形で、なにかのヒントを得られる場にしていた
だけたら助かると思いますので今後ともよろしく
お願いいたします。今日は一日、ありがとうござい
ました。

● 髙橋　労働者でもある患者さんの言葉をここで
お伝えしたいと思います。「病気になったら辞めな
ければならない、自分の職場がそういう職場であっ
てほしくない。自分のことだけではなくて他の方が
病気になった時にも会社が両立支援に取り組んで
くれたらきっと働きやすい職場になる、そういう希
望を持っています」ということを言われていた方が
おられました。治療と仕事の両立支援というのは、
そういうことではないかと思います。職場もよくなっ
ていく、希望のある事業だと思いますので、皆さま
の協力で、私もこれから頑張っていかなければいけ
ないと改めて思いました。ありがとうございました。

● 北原　特にコーディネーターさんに向けてとな
りますが、広い視野を持っていただくこと、つまり
両立支援は、緩和ケアのひとつというとらえ方が大
事だと私は思っております。ですので、患者さんに
は「こうすべきです」ではなく、コーディネーターと

して「存在させていただきます、寄り添わせていた
だきます」という姿勢を大切にしていただければと
思います。様々なキーワードも創り出して取り組ん
でまいりました。「病職連携」というオリジナル用語
はいいと思っています。「寄り添うスピード支援」「情
熱はすべてのエンジン」、両立支援に取り組もうと
思われている方へは、「熱い情熱を燃やし続けてく
ださい」とエールを贈りたいと思います。

● 神山　私どもは病院として医療機関が提供でき
る両立支援を日々やらせていただくことと今後も
両立支援の輪が広がっていくような活動をしてい
きたいと思います。

● 加藤　ありがとうございました。両立支援とい
うのは、医療機関、企業、産業保健総合支援センター
などの連携が非常に大事ですし、企業風土や院内へ
の周知なども大事かと思います。
それではこれでパネルディスカッションを終わ
りたいと思います。皆さまありがとうございました。
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閉会挨拶

－安心して働き続けるために－

独立行政法人労働者健康安全機構（JOHAS）の勤
労者医療、産業保健担当理事の中岡です。本日は、
多くの方にご参加いただき誠にありがとうござい
ました。
本日のフォーラムでは、治療と仕事の両立支援に
関わる施策の動向や、企業や医療機関等における支
援の取り組みについてご講演いただき、大変興味深
く、私自身も勉強になる内容でした。ご講演いただ
きました皆さまに改めて御礼申しあげます。また両
立支援の現状や課題等につきましても情報共有を
させていただき、関係機関の連携につきましてもよ
り一層広い視野で取り組みを進めていく必要があ
るという認識をここで得たと考えています。
本フォーラムを主催しました東京労災病院治療
就労両立支援センターは、当機構が治療就労両立支
援モデル事業の取り組みを開始しました平成26年
度からがん分野の中核施設として活動してきまし
た。両立支援コーディネーターの養成に用いてい
るマニュアルも東京労災病院の先生方、および両立
支援コーディネーターが中心となって作成された
ものです。当機構が平成27年度から実施している
両立支援コーディネーターの基礎研修は、昨年度ま
でに17,500人以上の両立支援コーディネーターを
養成してまいりました。これらの両立支援コーディ

ネーターの方は、今や全国各地の医療機関や企業等
でご活躍いただいており、両立支援の裾野は着実に
広がっているものと認識しております。
なお、令和2年度からは研修をオンライン化して
より多くの方に受講していただいています。今年度
も全7回の開催を予定していまして、その内3回が
終了いたしました。これから両立支援に関わろうと
している方、本日のフォーラムで両立支援コーディ
ネーターに興味を持たれた方などがおられました
ら当機構のホームページを確認していただき、応募
いただければありがたく存じます。
私ども労働者健康安全機構、JOHASでは引き続
きがんに限らず広く、治療と仕事の両立支援につい
て研究や実践で得られた知見をもとに治療就労両
立支援事業に取り組み、治療と仕事の両立支援が社
会に広く普及されるよう、リーダーシップをとるこ
とが使命だと考えています。本日のフォーラムなど
様々な機会をとらえ今後とも情報発信、情報共有を
続けてまいりたいと思いますので、何とぞよろしく
お願いいたします。
本日ご参加いただきましたすべての皆さまに御
礼を申しあげまして、閉会の挨拶とさせていただき
ます。どうもありがとうございました。

閉会挨拶


